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開発許可制度運用指針

都市計画制度における開発許可制度は、その基本的な考え方を都市計画運用指針(平成12年建設省都計発第

92号都市局長通知)において示しているとおり、技術基準や立地基準への適合性の審査を通じて、都市的土地

利用を行う前提として良好な宅地水準を確保すること、また都市計画に定められた土地の利用目的に沿った

開発行為が行われるようにして立地の適正性を確保することという二つの役割を有しているものといえる。

特に近年は、市街地の拡散と人口減少・高齢化の進展により低密度な市街地が形成され、既成市街地にお

ける空家や空地の発生、将来的なインフラの維持・更新に係るコストの増大等の懸念が生じている。そのた

め、コンパクトシティを形成していく必要性が高まっており、開発許可制度は、都市計画に関する他の制度

とあいまって、まちづくりの将来像を示すマスタープランの内容を実現する手段としても重要となってきて

いるところである。

なお、官民連携が推進されている状況を踏まえて、持続可能な都市経営を行っていくためにも、開発行為

に伴って必要となる公共施設等の整備や維持・管理等について、開発事業者等の民間主体と市町村等が必要

に応じて密接に連携していくことが重要である。

この開発許可制度運用指針は、こうした背景を踏まえ、開発許可制度を運用していく際の技術的助言とし

て、都市計画運用指針に基づいて定めるものである。

Ⅰ．個別的事項

Ⅰ－１ 法第４条関係

Ⅰ－１－１ 法第４条第11項に規定する特定工作物の範囲

法第４条第11項において「特定工作物」の定義がされているが、運用に当たっては、次に定めるところを

基準とすることが望ましい。

(１) 第一種特定工作物の範囲

法第４条第11項のコンクリートプラント、令第１条第１項第１号のアスファルトプラント及び同項第

２号のクラッシャープラントは、それぞれ建築基準法別表第二(り)項第３号(13の２)、(ぬ)項第１号(21)

及び同表(り)項第３号(13)の用途に供する工作物が該当すること。

(２) 第二種特定工作物の範囲

① 通常、観光植物園、サーキット等は工作物として規制の対象となるが、キャンプ場、ピクニック緑

地スキー場、マリーナ等は規制の対象とはならないこと。

② 運動、レジャー以外の目的で設置される施設である工作物(博物館法による博物館とされる動植物園

である工作物等)は、規制の対象とはならないこと。

Ⅰ－１－２ 法第４条第12項に規定する開発行為の定義

(１) 法第29条の規制の対象となる「開発行為」とは、法第４条第12項において「開発行為とは、主として

建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」と定義さ

れているが、これについては、都市計画運用指針Ⅳ－３－１ ２．を参照にしたうえで、運用に当たっ

ては、次に定めるところを基準とすることが望ましく、例えば、単に一定規模以上の切土又は盛土を伴

わないことのみをもって、「形質」のみならず「区画」の変更にも当たらないとするようなことは、法
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の趣旨を逸脱するものであることに留意すべきである。

① 単なる分合筆は、規制の対象とはならないこと。

② 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は、規制の対

象とはならないこと。従って、既に建築物の敷地となっていた土地又はこれと同様な状態にあると認

められる土地においては、建築物の敷地としての土地の区画を変更しない限り、原則として規制の対

象とする必要はないと考えられること。

③ 農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として規制の対象とすること。

④ 土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と認められる土地の区域について、その主たる利用目

的が建築物に係るものでないと認められるときは、規制の対象とはならないこと。

⑤ 既成市街地や土地区画整理事業等の計画的な開発が行われた区域における二次的な開発行為(再開

発型開発行為)における単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為

再開発型開発行為については、開発行為と建築行為が時間的にも計画的にもきわめて密接な関連を

有して行われること、開発行為が行われる区域の周辺において一定の水準の公共施設が整備されてい

る場合も多いこと等、都市近郊において新市街地の形成を図る開発行為とは異なった要素を有してい

ることから、都市計画の目的の実現という観点からは改めて開発許可制度による規制を及ぼす必要が

ない場合もあることから、以下のように取り扱うことが可能であると考えられる。

イ 建築物の建築に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ、従来の敷地の境界の変更につい

て、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまるもので公共施

設の整備の必要がないと認められるものについては、建築行為と不可分一体のものであり、開発行

為に該当しないものとして取り扱うこと。

ロ イの基準に基づいて運用を行うに際しては、開発行為に該当するか否かについて開発許可権者が

判断する必要があることから、開発許可の規制対象規模以上の敷地で建築物等の建築を行うものに

ついては、建築確認担当部局の審査に先だち、開発許可担当部局が開発行為に該当するか否かの判

断を速やかに行うこととし、当該建築を行おうとする者の求めに応じ都市計画法施行規則(以下「施

行規則」という。)第60条に規定する書面(以下単に「60条証明書」という。)を交付するものとする

ほか、建築確認担当部局と十分連絡調整を図るとともに、この旨を事業者にも周知徹底を図ること。

(２) 「山林現況分譲」、「菜園分譲」、「現況有姿分譲」等

「山林現況分譲」、「菜園分譲」、「現況有姿分譲」等と称して土地の区画形質の変更を行いながら、

「建築不可」の文言を入れることにより、目的の点において法の適用の可否が問題となる場合があるが、

「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」の判断に当たっては、区画割、区画

街路等の状況、宣伝文書の文言等諸般の事由を総合的にみて客観的に判断すべきものであり、宣伝文書

中に「建築不可」の文言があっても、総合的にみて「建築目的」と客観的に判断し得るものであれば、

開発行為に当たると解して差し支えない。

「建築目的」の判断に当たっては、次の「建築目的の判断基準」も参考になると考えられる。

「建築目的の判断基準」

一 土地の区画割

土地が戸建て住宅等の建築に適した形状、面積に分割されていること。

二 区画街路

区画街路が整備され、又はその整備が予定され、宅地としての利用が可能となっていること。

三 擁壁

住宅建設を可能とする擁壁が設置され、又はその設置が予定されていること。

四 販売価格

近隣の土地と比較してより宅地の価格に近いものといえること。
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五 利便施設

上下水道、電気供給施設等の整備がされ、若しくは近い将来整備されるような説明がなされ、又は

附近に購買施設、学校その他の公益施設があり、生活上不便をきたさないような説明がなされている

こと。

六 交通関係

交通関係が通勤等に便利であるとの説明がなされていること。

七 付近の状況

付近で宅地開発、団地建設等が行われている、団地等がある、工場等の職場がある等の説明がなさ

れていること。

八 名称

対象地に住宅団地と誤認するような名称が付されていること。

(３) 第二種特定工作物に係る併設建築物等

① 第二種特定工作物に係る併設建築物等

イ 物理的及び機能的にみて社会通念上運動・レジャー施設等に不可分一体のものとして付属的に併

設される管理事務所、休憩所、クラブハウス等(以下「併設建築物」という。)については、主とし

て当該第二種特定工作物の建設を目的とした開発行為に包含されるものであるので、改めて当該併

設建築物の建築についての開発許可又は建築許可を行う必要はないこと。また、この第二種特定工

作物に包含される併設建築物の範囲の判断基準については、行政手続法に基づく審査基準(開発審査

会への提案基準を含む。)の一内容として作成することが望ましい。

ロ なお、第二種特定工作物の利用増進上宿泊機能が不可欠であり、かつ、周辺の状況等から判断し

て当該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設である建築物について

は、第二種特定工作物に包含される併設建築物には該当しないことに留意し、法第29条又は第43条

の適切な運用に努めることが望ましい。

② １ha未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物について

イ １ha未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物については、主として当該併設建築物の建築を

目的とした行為でないため、それ自体としては開発許可を要せず、また、法第43条の規定の適用に

当たっては、その規模、設計、配置、内容等に照らし実情に応じた取扱いをして差し支えないこと

としているが、１ha未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物については原則として建築許可を

行わないこととしている地方公共団体も見受けられるところである。しかし、１ha未満の運動・レ

ジャー施設に係る併設建築物についても、周辺の土地利用への影響の度合いや第二種特定工作物に

係る併設建築物の取扱いとの権衡等を考慮し、法第43条の規定による許可を積極的に行うことが適

当な場合があるので、同条の適用に当たっては、この点について十分留意することが望ましい。

ロ イを踏まえつつ、１ha未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物の建築許可に係る審査基準(開

発審査会への提案基準を含む。)を行政手続法に基づき作成することが望ましい。

(４) 風力発電機の付属施設

① 風力発電機に付属する管理施設及び変電設備を設置する施設である建築物については、主として当

該付属施設の建築を目的とした行為でないため、それ自体としては開発許可を要しない。

② 法第43条の規定の適用に当たっては、風力発電機に付属する管理施設及び変電設備を設置する施設

である建築物の建築許可に係る審査基準(開発審査会への提案基準を含む。)を行政手続法に基づき作

成することが望ましい。

(５) 太陽光発電設備の付属施設

① 太陽光発電設備(建築基準法上の建築物でないもの)の付属施設について、その用途、規模、配置や

発電設備との不可分性等から、主として当該付属施設の建築を目的とした開発行為に当たらないと開
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発許可権者が判断した際には、都市計画法第29条の開発許可は不要である。

② なお、太陽光発電設備及びその付属施設が建築基準法第２条第１項に定める建築物でない場合は開

発許可は不要である。

(６) その他

自然公園法若しくは自然環境保全法又はこれらに基づく条例(以下「自然公園法等」という。)により

指定される区域においては、一定の区域内に住宅等の建築物等が複数建設される場合であっても、開発

区域の内部に確保すべき緑地を除き、自然公園法等の適用により緑地あるいは自然地として復元、保全

される区域又は将来緑地あるいは自然地として復元、保全されることが明らかな区域は「開発区域」と

はみなされず、また、緑地あるいは自然地(一部が通行の用に供されている場合を含む。)以外の開発行

為の行われる敷地が物理的に連続していない場合は、別々の開発行為とみなして法を適用することが望

ましい。なお、この判断を行う場合、自然公園担当部局あるいは環境省各地区自然保護事務所と十分調

整を図ることが望ましい。

Ⅰ－２ 法第29条関係

Ⅰ－２－１ 規制規模の引下げ(令第19条第１項ただし書関係)

規制規模を引き下げ、開発行為の技術基準への適合性をより広範に審査することによって、公共施設の

整備等の観点から良好な宅地水準の確保が適切に図られること、また、郊外部の宅地開発の動向や既成市

街地に与える影響等に応じて無秩序な市街化の防止に寄与しうることを踏まえ、令第19条第１項ただし書

の規定に基づき、規制規模を引き下げる条例を制定するか適切に検討すべきである。なお、この場合には、

執行体制、一般住民に対する影響等と引下げの必要性とを総合的に比較検討することが望ましい。

Ⅰ－２－２ 第１項第２号関係

(１) 令第20条の運用については、次に定めるところを基準とすることが望ましい。

① 第１号の「その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物」

には、農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜

集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設の用に供する建築物等が該当する。

② 第２号の「その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築

物」には、物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設の用に供する建築物等

が該当する。

③ 第５号には、第１号から第４号までに掲げるものに該当しないもので、農業、林業又は漁業の用に

供する建築面積90㎡以内の建築物が該当するが、農業、林業又は漁業の範囲については、それぞれ、

日本標準産業分類Ａ－農業、Ｂ－林業、Ｃ－漁業の範囲を基準とすること。季節的なものであっても

該当するものとするが、家庭菜園等生業として行うものではないと認められるものは該当しない。

(２) 「農業、林業又は漁業を営む者」とは、(１)③の基準により農業、林業又は漁業の範囲に属すると認

められる業務に従事する者をいうものとし、この場合において、次に従い判断することが望ましい。

① 被傭者を含む

② 兼業者を含む

③ 臨時的と認められる者は含まない

④ 当該市街化調整区域において、これらの業務に従事する者であることを要する

⑤ 世帯員のうちの１人以上の者がこれらの業務に従事するものであれば足りる
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Ⅰ－２－３ 第１項第３号関係

法第29条第１項第３号及び令第21条において、公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域に

おける適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものの建築の用に供する目的で行う

開発行為は、開発許可の適用除外とされている。

なお、国等が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物に係る開発行為

については、令第21条第26号により、原則として許可(協議)は不要であるが、学校、社会福祉施設及び医療

施設に係るものについては許可(協議)が必要であることに留意するとともに、庁舎及び宿舎に係る開発行為

の取扱いについては、以下のとおりとすることが望ましい。

庁舎： 許可(協議)を要するものは、

① 国の本府省又は本府省の外局の本庁舎

② 国の地方支分部局の本庁舎

③ 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の本庁舎

④ 警視庁又は道府県警察本部の本庁舎

に係る開発行為であること。

宿舎： 原則として許可(協議)が必要であるが、職務上常駐を必要とする職員のための宿舎又は災害等の

発生時等に緊急に参集してその対応に当たる必要がある等職務上その勤務地に近接する場所に居住

する必要がある職員のための宿舎(警察職員、河川事務所・国道事務所に勤務する職員等緊急時に参

集する必要がある職員のための宿舎等)に係る開発行為であって、個々の宿舎とそこに居住する職員

の勤務地との位置関係が合理的に説明できるものについては、許可(協議)が不要であること。

開発許可が不要である公共公益施設である建築物の建築の申請があった場合において、60条証明書を交付

するに当たっては、当該申請に係る公共公益施設の立地について、あらかじめ、当該事案に係る担当部局と

位置の選定、規模、施設基準等について無秩序な市街化を防止し都市の健全な発展と秩序ある整備を図る観

点から連絡調整を図ることが望ましい。

Ⅰ－２－４ 第１項第11号(令第22条第６号)関係

本号の開発行為は、法第34条第１号に該当する開発行為のうち、更に開発行為の主体、立地、業種及び規

模を限定したものであり、次のとおり運用を行うことが望ましい。

(１) 立地については、既存集落の区域又は社会通念上これに隣接すると認められる区域に限られる。

(２) 業種については、「日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等」の業務に限られるので、理容業、

美容業等の「物品」に係らないサービス業等は、本号には該当しない。

Ⅰ－２－５ 都市計画区域外における開発許可の在り方

準都市計画区域や都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における開発行為(都市計画区域及び準都市

計画区域外の区域にあっては１ha以上の開発)は、都市的な土地利用と位置づけられることから開発許可が適

用されることとされる。これらの区域における技術基準は、都市計画区域に準じて審査することが望ましい

と考えるが、開発区域周辺の公共施設の整備状況や自然環境の状況などを勘案して独自の技術基準を定める

場合には、これらの区域においてはまちづくりの構想がないことも想定されることを踏まえ、その必要性を

十分考えた上で申請者へ必要以上の負担を求めないよう注意することが望ましい。

なお、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、自然公園法等により指定される区域も存在

することから、これらの法律等の趣旨を妨げないよう関係部局と十分連携をとって適切な運用を行うことが
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望ましい。

Ⅰ－２－６ 開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発許可の適用

開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域(以下「非線引き都市計画区域」という。)

又は準都市計画区域のうち２以上の区域にわたる場合で、開発区域全体の面積が当該開発区域がわたる区域

に係る規制対象規模のうち最も大きい規模以上であれば開発区域全体が許可を要する(令第22条の３第１項

第２号)。また、これらの区域にわたる部分の開発区域の面積がその区域の規制対象規模以上であるならば、

開発区域全体が許可を要する(令第22条の３第１項第３号から第５号)。

開発区域が市街化区域、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外

とにわたる場合で、開発区域全体の面積が１ha以上であれば開発区域全体が許可を要する(令第22条の３第１

項第１号及び第２項)。この場合、都市計画区域又は準都市計画区域にわたる部分については法第29条第１項

許可を、都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる部分については法第29条第２項許可をそれぞれ行うこ

ととなる。

なお、開発区域が市街化区域、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域と市街化調整区域とにわたる場

合については、その開発行為の規模にかかわらず、開発区域全体が許可を要する。また、開発区域が市街化

調整区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合については、市街化調整区域にかかる

部分についてはその規模にかかわらず許可の対象となるが、都市計画区域及び準都市計画区域外にかかる部

分については、開発区域全体が１ha以上である場合に許可の対象となる。

開発区域が２以上の区域にわたる場合で、開発許可権者が異なるときは、それぞれの区域の開発許可権者

が開発区域全体を勘案して審査を行うこととなるので、許可申請はそれぞれの開発許可権者に行うことが望

ましい。この場合において、それぞれの開発許可権者は十分に連携をとって審査を行うとともに、許可ある

いは不許可を行う場合には同時に行うことが望ましい。

Ⅰ－２－７ 居住調整地域における開発許可の適用

居住調整地域において行われる開発行為のうち、

① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為

② １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

③ 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為

については、特定開発行為として法第29条第１項の開発許可の適用対象とされている。

「住宅」の定義については、建築基準法における住宅の取扱いを参考とすることが考えられる。

また、条例で定める人の居住の用に供する建築物としては、寄宿舎や有料老人ホーム等を地域の必要性に

応じ、条例で定めることが想定される。

なお、居住調整地域に係る特定開発行為については、法第29条第１項第１号の規定は適用されないことと

しているため、市街化区域及び非線引き都市計画区域における開発許可適用のための規模要件は、居住調整

地域においては適用されないこととなり、市街化区域内における1,000㎡未満の開発行為や、非線引き都市計

画区域における3,000㎡未満の開発行為であっても、上記①から③のいずれかに該当するものについてはすべ

て開発許可の適用対象となる。

一方、法第29条第１項第２号から第11号までの規定は、居住調整地域においても適用されるため、①から

③のいずれかの開発行為であっても、これら各号に規定される開発行為である場合には開発許可の適用対象

とはならない。

許可基準としては、法第33条各号に掲げる技術基準及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「都
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市再生法」という。)及び同法施行令による読替後の法第34条第10号、第12号、第13号及び第14号に掲げる立

地基準が適用されることとなる。

Ⅰ－３ 法第30条関係(開発許可申請に係る提出書類等の簡素化・統一化)

地方公共団体が要求している開発許可申請に係る提出書類については、法、令及び施行規則に規定されて

いる提出書類以外に地方公共団体の条例、開発許可事務の手引書等において地方公共団体が独自に要求して

いる提出書類等は多種多様にあり、開発許可の事務を処理する場合において、特に必要性が認められない書

類、統一化を図ることが望ましい書類等も見受けられる。また、図面については、施行規則で定められてい

る明示すべき事項に関し、地方公共団体によってその事項の具体化に当たって、必ずしも一律の取扱いがな

されておらず、手続の遅延の原因にもなっている。ついては、開発許可に関する事務処理手続のより一層の

迅速化、合理化を図る観点に照らして、提出書類・図面等について次の事項に留意して簡素化・統一化を図

ることが望ましい。

(１) 開発許可申請の添付図書等の簡素化

開発の審査に当たっては、許可権者の立場において審査する事項と開発行為に関係がある公共施設の

管理者あるいは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者の立場に

おいて審査する事項との区分を明確にする必要があり、公共施設の管理者あるいは管理することとなる

者が審査、判断、把握していれば足りる公共施設の新旧対照図、公園計画平面図、道路横断図、道路縦

断図、排水縦断図等の書類等については、開発許可申請に係る書類等としては別途要求しないこと。

(２) 提出書類等の共通化

開発許可申請において提出される書類等については、土地に対する行為の制限を定めた他の法令によ

る許可・認可等の処分をも必要とする場合においては、その法令を所管する部局と連絡調整を密にし、

極力当該法令に基づき提出される書類等との共通化を図り、申請者に無用の負担を課すことのないよう

に取扱うこと。

(３) 図面に明示すべき事項の統一化

施行規則第16条第４項に規定する現況図、土地利用計画図等について、図面ごとの明示すべき事項の

具体的な項目は別表１を参考にするなど、不必要に図面を求めないことが望ましい。

(４) 設計図の作成に当たって使用する凡例については、開発許可権者及び事業者双方において統一されず、

このことが審査側からの設計図の再作成指示や定型的かつ迅速な審査が実施しにくいこと等手続の遅延

の原因になっているとみられる。このため開発許可に関する事務処理のより一層の迅速化、合理化を図

る観点から設計図の作成に使用する凡例を極力統一することとし、別表２の統一凡例を参考として簡素

かつ迅速な審査を行うように努めることが望ましい。

Ⅰ－４ 法第32条関係

(１) 法第32条の趣旨

法第32条の規定による公共施設の管理者等の同意・協議は、あくまで開発行為に関係がある公共施設

及び開発行為により新設される公共施設の管理の適正等を期することを目的とすることが法文上明確に

されたところである。従って、本来の公共施設の管理者の立場を超えた理由により同意・協議を拒んだ

り、手続きを遅延させたりすることは、法の趣旨を逸脱した運用となるおそれがあることに留意すべき

である。

(２) 法第32条に基づく協議等の手続の迅速化

① 事業者が、公共施設の管理者としての市町村に対して法第32条に基づき協議等を行う場合において、
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当該事業者が開発に関連する寄附金の負担に応じないこと等を理由として当該市町村が同意・協議を

拒み、又は協議手続を遅延させている事例が見受けられるが、本来の公共施設の管理者の立場を超え

た理由により同意・協議を拒んだり、手続きを遅延させたりすることは、法の趣旨を逸脱した運用と

なるおそれがあることに留意すべきである。

従って、当該市町村(地方自治法第252条の17の２第１項の規定に基づき開発許可に関する都道府県

知事の権限に属する事務を処理することとされている市町村を除く。以下この号において同じ。)が存

する都道府県においては、公共施設の管理者としての立場での協議以外の事項で手続が中断している

と思われる事案について、法第32条の規定の本来の趣旨に沿った同意・協議手続が迅速に進められる

よう、具体的に事情の疎明を求めること等により、申請者と市町村との間の所要の調整を積極的に行

うことが望ましい。

また、市町村が申請者と協議を行うに当たり、市町村において当該開発について許可基準に照らし

重大な問題を認識した場合等においては、当該開発の問題点を指摘した意見書を開発許可権者に提出

する、又は土地利用調整会議の場において意見を表明する等の取扱いをすることとし、公共施設の適

正な管理以外の観点から法第32条の規定による同意・協議を拒むことはしないこととするよう関係市

町村への周知徹底に努めることが望ましい。

併せて、関係市町村を土地利用調整会議に加えることにより、事前協議段階から市町村との調整が

円滑に行われるよう措置することが望ましい。

② 法第32条第１項の同意を得たことを証する書面については、紛争の未然防止の観点から公共施設の

管理者とそれ以外の者の区別を明確にせず、利害関係者すべての同意書まで求めている事例が見受け

られるところであるが、上記の書面はあくまで開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意書面で

あり、河川、農業用水路等の管理権限を有しない水利組合、水利権者、農業用水使用関係者等公共施

設の管理者でない者とは、必要がある場合においては開発許可手続とは別に十分協議、調整を行うよ

う指導し、同意書の添付までは義務付けないようにすることが望ましい。

③ 同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書類ではあるが、添付するもの

は同意書作成時のもので足り、同意者の真意、権限に疑義がある等特別な理由がない限り、新規のも

のへの取り直しは要求しないことが望ましい。

(３) 農業用の揚水機場又はため池との調整

法第32条第１項の規定により開発許可の申請者が農業用水路の管理者の同意を得なければならない場

合において、当該水路と一体として影響を受けることとなると認められる揚水機場又はため池で当該水

路の管理者と異なる者が管理するものがあるときは、これと併せて当該揚水機場又はため池の管理者の

同意も必要とすることが望ましい。

(４) 開発行為と農業用水利との調整

開発行為に伴う市街化の進展等により、農業用用排水施設について、開発区域内からの排出水による

水質の悪化、転落事故等の発生、管理費の増嵩等の影響が生じている事例が指摘されているところであ

るが、開発行為が地域の農業用水利との調和の下に円滑に実施されるよう、農業用用排水施設の機能と

維持管理に影響を及ぼすおそれのある開発行為については、下記の①から③に留意することが望ましい。

① 開発区域内から生ずる下水(汚水及び雨水)の排出については、極力農業用用排水施設以外の公共施

設の利用を図ることを基本としつつ、農業用用排水施設以外の公共施設への放流の比較可能性、農業

用水利における所要の水量の確保の必要性等を考慮して放流先を選定するものとし、農業用用排水施

設を利用する場合にあっては、その量及び水質の両面で有効かつ適切に排出が行われるよう法第33条

第１項第３号に規定する基準との適合性につき、慎重に審査すること。

また、法第32条の規定に基づく同意又は協議についても、その手続の適否につき十分審査を行うこ

と。
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② ①の審査に当たり、開発行為に伴う農業用用排水施設周辺の市街化の進展等により、農業用用排水

施設における転落事故発生の可能性の増大、補修費、管理費の増嵩等の維持管理上の問題が生ずるお

それが明らかであると認められるときは、当該事態の防止や費用分担の適正化等の必要な措置につき、

関係当事者間における適正かつ合理的な協議調整が図られるよう十分に配慮すること。

③ ①及び②についての開発許可申請者と農業用用排水施設の管理者との協議･調整は、関係市町村の必

要な調整･援助をも受けつつ、法第32条及び土地改良法第56条の趣旨にのっとって適正に行われるよう

努めること。

(５) 義務教育施設設置義務者等との協議

令第23条の規定は、大規模な開発行為の施行が、義務教育施設、水道、電気、ガス又は鉄軌道施設に

ついて新たな投資を必要とする等これらの施設の整備計画に影響を及ぼすので、このような開発行為が

行われるに際してあらかじめ開発行為を行おうとする者とこれらの施設の管理者との事前の話合いを行

わせて、施設の管理者が当該開発行為の施行にあわせて適時適切に施設の整備を行い得るようにすると

いう趣旨から定められたものであり、開発行為を行う者に特別な負担を課する趣旨のものではないので、

この点に留意して適切な運用を行うことが望ましい。

Ⅰ－５ 法第33条関係

Ⅰ－５－１ 第２号関係(道路に関する基準)

(１) 令第25条第２号ただし書の運用

開発許可制度が対象とする開発行為は、一般的には、開発区域内に複数の敷地を配置し、区画道路を

開発区域内に整備する面的な団地開発であり、開発許可の道路に関する技術基準も団地開発に適用する

ことを想定してつくられていたため、既存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為に適用する

際に、必ずしも合理的とは言い難い場合もある。従って、既存道路に接して行われる単体的な開発行為

について、開発区域の規模や形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、令第25

条第２号本文所定の要件を充足することが著しく困難な場合においては、令第25条第２号ただし書の規

定により、通行の安全等の点で支障がないと認められる一定の道路が予定建築物等の敷地に接して配置

されていれば足りるものであると考えられる。

令第25条第２号ただし書の運用については次の事項に留意することが望ましい。

① 開発区域内に新たに整備される区画道路については、開発者自らが設計し、築造するものであり、

令第25条第２号本文所定の幅員に適合させることが困難な場合は想定されないことから、施行規則第

20条の２第１号により、令第25条第２号ただし書の適用はないこと。

② 令第25条第２号ただし書の適用対象となるのは、開発区域外の既存道路に直接接して行われる一敷

地の単体的な開発行為であること。また、開発行為が既存道路に接して行われ、開発区域内に新たに

区画道路が整備される場合については、当該既存道路には、令第25条第４号の規定が適用されること。

③ 令第25条第２号ただし書の要件を満たすためには、敷地に接する既存道路が施行規則第20条の２の

要件に該当し、かつ、「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がな

いと認められる規模及び構造」を有すること。

④ 「開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによ

ることが著しく困難」とは、次のすべての事項について総合的に判断することになるが、その内容を

例示すれば、以下のとおりであること。

イ 開発区域の規模
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開発区域の規模が小さく、周辺の交通等に与える影響に比して令第25条第２号本文所定の幅員ま

で敷地の接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅することに伴う負担が著しく過大と認められる

場合等。

ロ 開発区域の形状

開発区域が偏平である場合等で開発区域内において、令第25条第２号本文所定の幅員の道路を配

置することが、著しく困難である場合や、開発区域の既存道路への接続部分の間口が狭小である場

合で、周辺の交通等に与える影響に比して令第25条第２号本文所定の幅員まで敷地の接する既存道

路を一定の区間にわたり拡幅することに伴う負担が著しく過大と認められる場合等。

ハ 開発区域の周辺の土地の地形

開発区域の周辺にがけや河川等が存在しているため、令第25条第２号本文所定の幅員まで敷地の

接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅することが、著しく困難である場合等。

ニ 開発区域の周辺の土地の利用の態様

既存道路沿いに建築物が連たんしている場合等。ただし、この「連たん」については、建築物の

数のみで判断されるものではなく、拡幅に際しての用地確保の困難性(既存道路に接して周辺に建築

されている建築物が堅固である等移転困難なものであること、拡幅が長区間にわたる等過大な負担

と認められるものであること、関係権利者が極めて多数に上る等社会的影響が大きいこと等が要求

されるものと考えられ、ただ単に開発者側の都合(資金や工期等)で事実上拡幅できないというだけ

では困難性は認められない。)等の要素を総合的に勘案して、一定の区間にわたり、令第25条第２号

本文所定の幅員を確保することが「著しく困難」であるかどうかを判断するものである。

⑤ 「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がない」について、以下

のすべての条件を満たしていることが必要であり、必要に応じてセットバック等による道路の拡幅を

求めることを通じて、当該区域において開発行為が行われることにより発生が予想される支障の除去

に努めるものとすること。

イ 環境の保全

良好な市街地の環境を確保する観点から、日照、通風、採光等の点で支障がないこと。

ロ 災害の防止

延焼のおそれのないこと。

避難活動上支障がないこと。

消防活動上支障がないこと(消防ポンプ車が進入可能であること、消防水利が適切に確保されてい

ること等を考慮すること)。

ハ 通行の安全

通過交通が少なく、かつ、１日当たりの車両の交通量も少ないこと(車両の交通量については、道

路構造令に規定される計画交通量等を参考とすること)。

歩行者の数が多くないこと(商店が連たんして多数の買物客が往来する道路や多数の者の通勤、通

学の用に供されている駅周辺の道路等は通常、該当しないと考えられること)。

予定建築物等の用途が、多数の車両の出入りが見込まれるものでないこと(例えば、デパート、ト

ラックターミナル等の大規模商業施設、大規模流通業務施設等は通常該当しないと考えられること)。

ニ 事業活動の効率

業務用の開発行為の場合に、事業活動の支障を生じないこと。

⑥ 「開発区域を含めた周辺市街地を良好な市街地として育成する観点から、都市整備担当部局と綿密

な連携をとること。

⑦ 自然公園法等による土地利用規制を受ける開発区域内において車両の通行が想定される道路が設け

られない場合には、開発区域外から開発区域へ到達する道路については令第25条第２号本文の規定は
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適用されないものであること。

(２) 令第25条第２号括弧書の運用(再開発型開発行為に関する道路の基準の運用)

幹線街路に面していない前面道路の幅員が９ｍ未満の開発であって、幹線街路に面して既に中高層の

建築物が存する場合等道路拡幅用地の確保が事実上不可能と考えられる場合について、幹線街路に至る

までの道路の拡幅を求めることは、結果として、開発行為の規制を避けるための小規模な開発を生じせ

しめることとなり、かえって都市の秩序ある整備に支障を及ぼすおそれがあると考えられる。

従って、予定建築物の用途が住宅以外のものであっても次の要件のすべてに該当する開発行為につい

ては、施行規則第20条の規定にかかわらず、令第25条第２号括弧書を適用し、小区間で通行上支障がな

い場合として取扱って差し支えない。

① 予定建築物が建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街区制度の適用を受けて行われ

るもので当該建築に際して総合設計の許可又は特定街区の都市計画決定に基づき、歩道状の公開空地

等が主要な前面道路に沿い、当該前面道路に接する敷地全長にわたって適切に確保されていること。

② 幹線道路への接続距離が短いこと。

③ 開発区域の２面以上が幅員６ｍ以上の道路に接していること。

Ⅰ－５－２ 第２号関係(公園、緑地又は広場に関する基準)

(１) 令第25条第６号及び第７号の「公園、緑地又は広場」は、多数者が集まる用途の開発行為については、

環境の保全、災害の防止、利用者の利便を確保するため必要なものであるが、法上、開発行為に伴い必

要とされる公園等は、開発区域内の利用者のために必要なものであり、広域的な観点から必要とされる

公園については、別途公共側で整備するものであるから、例えば大学等の建設を目的とした開発行為に

おける公園等の整備については、大学等の敷地内に、学生・教職員等の利用を想定した緑地又は広場等

が当該大学等の計画に基づき整備されれば足り、専ら一般公共の利用に供する公園の整備まで要求する

ことは望ましくない。

(２) 令第25条第３号、第６号及び第７号

ゴルフコース等の第二種特定工作物については、道路、公園等の公共空地の基準を適用するが、その

本質が空地的、緑地的、平面的土地利用であることに鑑み、令第25条第３号、第６号及び第７号につい

ては適用しないことが望ましい。

また、令第25条第６号及び第７号の適用がない「主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的

で行う開発行為」には、大学等の野球場、庭球場、陸上競技場等に通常併設されると考えられる付属的

な建築物が建設される場合が含まれるものと考えられる。

(３) 再開発型開発行為に関する公園等の基準の運用

再開発型開発行為に関する公園等の基準等の運用については、次の事項に留意することが望ましい。

① 開発区域内において法第33条に定める基準を満たす公園等と同等の機能を有すると認められる総合

設計等に基づく公開空地等の確保が担保される場合には、公園等のための空地を公園管理者に移管せ

ずに建築物の敷地として一体的に開発行為者に管理させても、実質的に良好な都市環境が確保される

ことから、建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街区制度により、開発区域内に公開

空地等が確保され、引続き空地としての管理がなされることが確実な開発行為については、公園管理

担当部局と協議の上令第25条第６号ただし書を適用し、形式的に公園等の確保を求めなくても差し支

えないこと。

② 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業又は開発許可により面的な整備事業が施行された区域内

の土地等、公園等が周辺において既に適正に確保された土地の二次的な開発については、同号ただし

書に該当するものとして、二次的な開発に際して公園等を更に求める必要はないこと。
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③ 総合設計制度又は特定街区制度により確保された公開空地等が、法第36条第３項の工事完了公告の

後においても、駐車場等に転用されず、法に基づく公園等の機能を実質的に保つことを担保するため、

開発許可に際しての条件の付与等の措置を事案に応じて講ずるとともに、公開空地等の確保に関して、

十分な担保措置がなされるよう建築確認担当部局又は都市計画担当部局と調整を図ること。

④ 総合設計の許可の事前審査と開発許可の事前協議手続は、建築確認担当部局と開発許可担当部局と

の十分な連絡調整を図りつつ並行して実施することとし、総合設計の許可が確実と見込まれる段階で

開発許可を行うこと。

Ⅰ－５－３ 第４号関係(開発許可制度における水道の取扱い)

都道府県知事等は、法第33条第１項第４号の基準については、開発区域の大小を問わず、開発行為を行お

うとする者が当該開発区域を給水区域に含む水道事業者から給水を受けるものであるときは、当該開発行為

を行おうとする者と当該水道事業者との協議が整うことをもって同号の開発許可基準に適合しているものと

取り扱って差し支えない。

また、開発区域の面積が20ha未満の開発行為についても、当該開発区域を給水区域に含む水道事業者との

協議を行わせることが望ましい。

Ⅰ－５－４ 第７号関係(擁壁の透水層の取扱い)

擁壁の透水層の取扱いについては、宅地造成等規制法施行令第10条、施行規則第27条及び建築基準法施行

令第142条により擁壁の裏面で水抜き穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層を設ける旨規定されて

おり、「砂利等」とは、一般的には砂利、砂、砕石等を用いているところであるが、石油系素材を用いた「透

水マット」の使用についても、その特性に応じた適正な使用方法であれば、認めても差し支えない。

また、適正な使用方法等については、「擁壁用透水マット技術マニュアル」(平成３年３月社団法人建築研

究振興会)を参考とすることが望ましい。

Ⅰ－５－５ 第８号関係(開発行為を行うのに適当でない区域)

法第33条第１項第８号の基準は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下

「土砂災害防止法」という。)に基づく土砂災害特別警戒区域等災害の発生のおそれがあり開発行為を行うの

に適当でない区域((１)において「開発不適区域」という。)について、市街化を進展させる行為を抑止しよ

うとすることを趣旨とするものであり、その運用に際しては、次の事項に留意すべきである。

(１) 「自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に

供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為」は本号の適用を受けないが、開発不適区

域において開発行為の許可の申請があった場合には、当該区域における災害の危険性について注意喚起

を行う等、当該申請者が当該区域の状況を正確に理解した上で開発行為を行うか否かを判断できるよう、

適切に情報提供を行うこと。

(２) 土砂災害防止法第４条第１項の基礎調査により土砂災害特別警戒区域に相当する土地の区域の範囲が

明らかとなったものの、いまだ当該区域の指定が行われていない区域は本号の適用を受けないが、当該

区域において開発行為(自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物

で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為を含む。(３)において

同じ。)の許可の申請があった場合には、当該区域における土砂災害の危険性や将来における土砂災害特

別警戒区域への指定見込み等について注意喚起を行う等、当該申請者が当該区域の状況を正確に理解し



６ 開発許可制度運用指針

6-13

た上で開発行為を行うか否かを判断できるよう、適切に情報提供を行うこと。

(３) その他本号の適用を受けない土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域、津波防災地域づくりに関す

る法律に基づく津波災害警戒区域等災害の発生のおそれのある区域において開発行為の許可の申請があ

った場合には、当該区域における災害の危険性について、当該申請者に適切に情報提供を行うこと。

(４) (１)～(３)における災害の危険性や土砂災害特別警戒区域等の指定状況等の情報提供に当たっては、

開発許可担当部局と防災担当部局が情報共有する体制を構築する等十分連携をとって適切な運用を行う

こと。

Ⅰ－５－６ 第９号、第10号関係(環境への配慮義務)

(１) 法第33条第１項第９号及び令第28条の２の基準は、当該開発行為の目的、開発区域内の土地の地形等

を勘案し、樹木の保存については一定規模以上の樹木又は樹木の集団の存する土地を当該開発区域内に

予定された公園、緑地、隣棟間空地、緩衝帯等のオープンスペースとして活用することにより面的に保

存することを趣旨とするものであり、また、表土の保全等については植物の生育の確保上必要な表土の

復元等の措置を講じさせることを趣旨とするものであるから、その運用に際しては、開発行為を行う者

に設計上あるいは工事の施行上過重な負担を課することとならないよう留意することが望ましい。

(２) 法第33条第１項第９号及び第10号並びに令第28条の２及び第28条の３の基準の運用に際しては、開発

行為の目的が工場用地とするものである場合には、工場立地法に基づく「工場立地に関する準則」の運

用と齟齬をきたさないように十分配慮する必要があり、開発許可の基準の趣旨は、樹木若しくは樹木の

集団の保存措置又は緑地帯その他の緩衝帯の配置に関し、同準則を上回って求めている趣旨ではないこ

とに留意することが望ましい。

(３) 開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、令第28条の３に規定する「緑地帯その他の緩

衝帯」には、原則として工場立地法第４条第１項第１号の「環境施設」が含まれるものであり、また、

工場立地法に基づく「工場立地に関する準則」の運用との調整に際しては、概ね国土交通省令で定める

幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそって内側に配置されていればよいものと考えら

れる。

(４) 自然公園法等により指定される区域における開発行為については、安全上問題がない場合には、地域

に生育する植物と同種の植物による緑化又は張芝、種子吹付等による緑化を行うこと及び雨水浸透への

積極的な取組みを申請者に対し周知するとともに、自然公園等担当部局と連携し、法の技術的基準に適

合する限り自然公園法等における許可基準及び指導に沿った運用を行うことが望ましい。

Ⅰ－５－７ 第12号関係(申請者の資力・信用要件)

本号の規定による申請者の資力及び信用の有無の判断は、資金計画、過去の事業実績等を勘案して行うこ

ととし、特に資金計画については、処分収入を過当に見積っていないかどうかに留意することが望ましい。

本号の規定に基づき申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用、又は能力があるか否かを審

査する書類については施行規則で定められている資金計画書のほか法人の登記簿謄本(個人申請の場合は住

民票)、事業経歴書、納税証明書に統一することとし、当該開発行為が適正に遂行されるものであるか否かの

判断が非常に難しい場合以外その他の書類の要求は行わないことが望ましい。

Ⅰ－５－８ 第13号関係(工事施行者の能力)

本号の規定による工事施行者の能力の有無の判断は、当該工事の難易度、過去の事業実績等を勘案して行
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うことが望ましい。

また、本号の規定に基づき工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があるか

否かを審査する書類については、法人の登記簿謄本、事業経歴書、建設業の許可証明書に統一することとし、

当該工事が適正に遂行されるものであるか否かの判断が非常に難しい場合以外その他の書類の要求は行わな

いとすることが望ましい。

Ⅰ－５－９ 第14号関係(関係権利者の同意)

本号において、開発許可基準として「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる

権利を有する者の相当数の同意」が必要とされているが、運用に当たっては、下記事項に留意することが望

ましい。

(１) 「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者」については、

開発行為をしようとする土地又は当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内にある土地等

について所有権、地上権、抵当権等当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者であること。なお、

開発に伴う係争が生じる蓋然性が高いと認められる場合で、その未然防止の観点から、これらの権利を

有しない開発区域の隣接地主並びに周辺住民等と調整を行わせることが望ましいと判断される場合にお

いては、開発行為の内容の明確化、その円滑な推進等の観点から、必要かつ合理的な範囲で開発許可手

続とは別に説明、調整を行うよう申請者に対し指導を行うことが望ましいが、同意書の添付までは義務

付けないよう適切な運用に努めること。

(２) 「相当数の同意」については、開発行為の事前協議の開始の段階において、開発区域内の関係権利者

の同意を「相当数」を大幅に上回り求めることは、開発者に対し過大な負担となる可能性が高いので、

事前協議と並行して関係権利者の同意の取得を求めるよう弾力的な運用に努めること。

(３) 「相当数の同意を得ていること」に該当する場合とは、開発行為をしようとする土地及び開発行為に

関する工事をしようとする土地のそれぞれについて、概ね、①同項同号に規定する権利を有するすべて

の者の３分の２以上並びにこれらの者のうちの所有権を有するすべての者及び借地権を有するすべての

者のそれぞれの３分の２以上の同意を得ており、かつ、②同意した者が所有する土地の地積と同意した

者が有する借地権の目的となっている土地の地積との合計が土地の総地積と借地権の目的となっている

土地の総地積との合計の３分の２以上である場合を指すものであること。

(４) 同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書類ではあるが、添付するものは

同意書作成時のもので足り、同意者の真意、権原に疑義がある等特別な理由がない限り、新規のものへ

の取り直しを要求することは適当ではないこと。

Ⅰ－５－10 技術基準の強化

まちづくりの将来像を示したマスタープランの内容の実現に向けて、地域の実情等を勘案しながら、技術

基準を強化していくことが考えられる。なお、技術基準を強化する場合には、必要性の有無にかかわらず一

律的な強化は行わないことや、官民連携が推進されている状況を踏まえて適切に公共施設や公益的施設の整

備等に係る負担のあり方を検討することが重要である。

開発行為に伴い設置される公共施設についてはその適切な管理を確保することが重要であるが、特に、技

術基準の強化により設置された公共施設については、民有地のまま管理される場合であっても、当該公共施

設の土地について分筆を行わせて区域の明確化を図り、管理協定を締結する等その適切な管理が行われるよ

うにすることが望ましい。また、開発許可権者と公共施設管理者が異なることが想定される場合には、技術

基準の強化の内容及び管理方法について関係部局と十分調整が行うことが望ましい。



６ 開発許可制度運用指針

6-15

これまで宅地開発等指導要綱で行政指導を行っていた制限については、政省令で定める基準に照らしてそ

の内容を十分検討し、基準に合致するものは速やかに法に基づく条例による強化基準として定めることが適

当である。政省令の基準を超える宅地開発等指導要綱に基づき、法の開発許可にからめて行政指導を行うこ

とは、法律の趣旨から逸脱するものであることに留意する必要がある。

条例で技術的細目に定められた制限の強化を行うに当たっては、どのような開発行為についてどの程度の

強化を行うか明確にすることが求められるところであり、単に「必要があると認める場合」等の極めて抽象

的な表現で明確な基準を設けず裁量によって運用を行うことや専ら利便の増進の観点から強化を行うことは

望ましくない。

(１) 令第29条の２第１項第１号及び施行規則第27条の４第１号関係

令第29条の２第１項第１号及び施行規則第27条の４第１号では、強化の対象を、令第25条第２号、第

３号、第５号から第７号まで、第27条、第28条第２号から第６号まで、第28条の２、第28条の３(施行規

則第23条の３)又は第29条(施行規則第24条、第25条第２号、第26条第４号又は第27条)の技術的細目に定

められた制限に限定しており、強化を行うことが不適切なもの、強化が見込まれないものについては対

象外としている。また、横だし的な強化については、施行規則第24条に定められた技術的細目に限り令

第29条の委任の範囲内で行えることとされており、それ以外の技術的細目については上乗せの強化につ

いてのみ行えることとされている。

制限の強化は、「環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲」

で行うこととされており、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが必要とされる特定の地

域における、特定の開発行為について、制限の強化の対象とする項目及びその程度を限定して行う必要

がある。従って、区域を限定せずに地方公共団体の行政区域全域を一律的に対象として制限を強化する

こと、制限の強化の対象とする開発行為の目的、規模等について限定せず一律的に制限を強化すること

(特に小規模な開発行為についてまで一律的に制限を強化すべきかは慎重に検討を行うことが望ましい)、

地方公共団体が自ら整備する以上の水準の公共施設等を求めること、開発事業者に著しい負担を求める

ことなどは法令の趣旨に反するものであると考えられる。

また、制限の強化は、法令上定められている技術基準に比べ特別な権利制限を課するものであること

から、条例を制定する際には、強化の内容が必要な限度を超えないものであることについて、事前に地

域住民や土地所有者等への十分な説明を行うことが望ましい。

(２) 令第29条の２第１項第２号関係(令第25条第２号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

道路幅員の強化を行う場合は、当該道路の利用状況、周辺の道路幅員の状況、公共団体の道路整備の

方針等を十分勘案し、歩行者交通量が多い場所での歩道の設置、中高層建築物に接することによる交通

量の増大に対応する等具体的かつ合理的な理由に基づく強化を行うことが望ましい。

また、小区間の道路の幅員の強化についても、予定建築物等の用途等を勘案して緊急車両の通行を確

保する必要がある場合、自動車交通量及び歩行者交通量を勘案して歩車道を分離する必要がある場合等

具体的かつ合理的な理由に基づく強化を行うことが望ましい。

(３) 令第29条の２第１項第３号関係(令第25条第３号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

20ha以下の開発行為であっても令第25条第３号の制限を適用することを可能とするものであるが、市

街化調整区域内の既存の12ｍ道路の周辺における立地基準の弾力的な運用(例えば法第34条第11号、第12

号等)と本号に基づく基準の強化とセットでの活用が考えられる。

(４) 令第29条の２第１項第４号関係(令第25条第５号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

通学路等においては片側一車線であっても歩車道分離を行うことが適当な場合もあるなど、自動車交

通量及び歩行者交通量を勘案して、９ｍ以下の幅員の道路についても歩車道分離を行わせることを可能

とする趣旨である。
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(５) 令第29条の２第１項第５号関係(令第25条第６号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

① 第５号イ

住宅系開発については公園に限定した施設整備を求めることを可能とする趣旨であるが、一律的に

限定するのではなく、例外規定を設ける等保存すべき緑地等に配慮した条例制定を行うことが望まし

い。

② 第５号ロ

ある程度まとまった規模の公園等を数箇所に整備させることを可能とする趣旨であり、設置すべき

公園等の数や一箇所の面積については、開発行為の規模に応じて定めることが望ましい。

③ 第５号ハ

新市街地開発などで、良好な樹林地等自然環境を保全する必要がある場合や予定建築物の用途が中

高層共同住宅である場合など３％を超える面積の公園等が特に必要な場合に限り、６％以内の公園等

の設置を求めることができるという趣旨であるが、条例を定める際には、一律的に強化するのではな

く、予定建築物等の用途や区域等を限り定めることが望ましい。

(６) 令第29条の２第１項第６号及び施行規則第27条の２関係(令第25条第７号及び施行規則第21条の技術

的細目に定められた制限の強化の基準)

① 施行規則第27条の２第１項第１号関係

ある程度まとまった規模の公園等を数箇所に整備させることを可能とする趣旨であり、設置すべき

公園等の数や一箇所の面積については、開発行為の規模に応じて定めることが望ましい。

② 施行規則第27条の２第１項第２号関係

新市街地開発などで、良好な樹林地等自然環境を保全する必要がある場合や予定建築物の用途が中

高層共同住宅である場合など３％を超える面積の公園等が特に必要な場合に限り、６％以内の公園等

の設置を求めることができるという趣旨であるが、条例を定める際には、一律的に強化するのではな

く、予定建築物等の用途や区域等を限り定めることが望ましい。なお、３％を超える公園等の設置を

求める場合は、３％を超える部分について、そのすべてを公園に限定する必要はなく、予定建築物等

の用途や周辺の状況等を勘案して緑地や広場でもよいこととする運用が可能である。

③ 施行規則第27条の２第２項関係

施行規則第21条第２号は、５ha以上の開発について大規模な公園の設置を求める規定であるが、設

置すべき公園の箇所数及び１箇所あたりの面積の最低限度について、予定建築物の用途や開発区域の

周辺の公園の整備状況等を勘案して強化を可能とする趣旨である。

(７) 令第29条の２第１項第７号関係(令第27条の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

本号は、もっぱら開発区域内の住民が利用するごみ収集場等開発区域内の住民の利便の増進を図る上

で必要不可欠な身の回りの施設については、開発行為の規模にかかわらず設置を求めることを可能とす

る趣旨である。

「開発区域内の住民の利便の増進を図る上で必要不可欠な身の回りの施設」の範囲に何が含まれるか

は、公益的施設の内容が多岐にわたるものであることから開発行為の規模・内容や地域の実情に応じ適

切に判断することが望ましい。

(８) 令第29条の２第１項第８号関係(令第28条第２号から第６号までの技術的細目に定められた制限の強

化の基準)

「その地方の気候の特殊性」については、例えば多雨・多雪地帯で通常の気候の地域に比べてがけ崩

れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域、「その地方の風土又は地勢の特殊性」については、

例えば傾斜の多い土地柄やもともと地盤が軟弱な地域で通常の土地柄の地域に比べてがけ崩れ又は土砂

の流出等の災害の発生頻度の高い区域などが想定される。
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(９) 令第29条の２第１項第９号関係(令第28条の２第１号の技術的細目において定められた制限の強化の

基準)

「保存の措置を講ずべき樹木」については、地域の希少な樹木や県木等が考えられるが、「優れた自

然環境の保全」が特に必要である区域に限定して強化を行うこととし、開発者に過度の負担とならない

ように留意することが望ましい。

(10) 令第29条の２第１項第10号関係(令第28条の２第２号の技術的細目において定められた制限の強化の

基準)

花崗岩地域等表土が薄い地域等の特定の場所について1,000㎡以下の規模であっても表土を保全する

必要がある場合などについて強化を可能とする趣旨である。

(11) 令第29条の２第１項第11号及び施行規則第27条の３(令第28条の３及び施行規則第23条の３の技術的

細目において定められた制限の強化の基準)

現行の緩衝帯の幅員の規制については、工場立地法の環境施設の設置規制と整合が図られた規制とな

っているが、制限の強化を行う場合にあっても工場立地法の運用と齟齬を来たさないように十分配慮す

ることが望ましい。

(12) 施行規則第27条の４第２号関係(施行規則第24条の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

施行規則第24条の道路に関する技術的細目については、上乗せに限らず、横だしを含めて制限の強化

を可能とするものである。「上乗せ」の例としては、例えば、水はけの悪い地域については、アスファ

ルト舗装又はコンクリート舗装を義務付けること、積雪寒冷地については、交通の安全上縦断勾配を９％

以下に引き下げること、「横だし」の例としては、多雪地帯については除雪スペースを要求すること、

高齢者や子供の多い地域において９％以上の縦断勾配を認める場合はすべり止めを設けることなどが考

えられるが、横だしを行う場合は、令第29条の委任の範囲内に限定されることに留意すること。

(13) 施行規則第27条の４第３号関係(施行規則第25条第２号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

公園等が自動車交通量の激しい道路等に接する場合でなくとも、バイク、自転車等の進入を防ぐため、

利用者の安全の確保を図るための措置を講ずる必要性がある場合が想定されるため、強化を可能とした

ものである。

(14) 施行規則第27条の４第４号関係(施行規則第26条第４号の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

公共の用に供する排水施設については、周辺の排水施設の整備水準と整合を図るために強化を行うべ

きであり、周辺の排水施設の整備水準を超えた水準を求めることは行き過ぎであることに留意すること。

(15) 施行規則第27条の４第５号関係(施行規則第27条の技術的細目に定められた制限の強化の基準)

「その地方の気候の特殊性」については、例えば多雨・多雪地帯で通常の気候の地域に比べてがけ崩

れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域、「その地方の風土又は地勢の特殊性」については、

例えば傾斜の多い土地柄やもともと地盤が軟弱な地域で通常の土地柄の地域に比べてがけ崩れ又は土砂

の流出等の災害の発生頻度の高い区域などが想定される。

Ⅰ－５－11 技術基準の緩和

技術基準を緩和する場合にあっては、開発行為の便宜を図るという観点ではなく、法律上の技術基準をそ

のまま適用することによる開発者の負担の大きさや緩和を行った場合の開発区域の周辺への影響などを勘案

し、緩和したとしても良好な宅地水準を確保するという技術基準の趣旨が損なわれないか等について慎重に

検討した上で、必要な場合にのみ限定的に行うことが望ましい。また、区域内に存する市町村とも十分に調

整を行うとともに、次の事項に留意することが望ましい。

(１) 令第29条の２第２項第１号関係

令第25条第２号及び第６号以外の制限は、環境の保全上、災害の防止上不適切であるか、利便の増進
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を妨げるおそれが大きいことから緩和の対象とはされていない。

(２) 令第29条の２第２項第２号関係(令第25条第２号の技術的細目において定められた制限の緩和の基準)

現行の開発許可の技術基準において４ｍ道路が認められるのは、小区間で通行上支障がない場合、既

存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為の場合に限られているが、既成市街地においては周

辺に４ｍ道路しか存在せず、また、公共団体による道路の拡幅も予定されていない場合があり、このよ

うな場合に、６ｍ道路を整備させても道路ネットワークとして実質的な意味がないことから、緩和を可

能とするものである。

(３) 令第29条の２第２項第３号関係(令第25条第６号の技術的細目において定められた制限の緩和の基準)

「設置を予定している場合」とは、予算上の位置づけ、整備計画上の位置づけ等様々な場合が想定さ

れるが、開発区域内に比較的小規模な公園等を設置する効用と整備が遅れてもまとまった公園等が整備

される効用とを考えて基準を設けることが望ましい。例えば、緩和の対象となる区域、開発行為の規模、

公園等の整備見込みの時期(開発工事完了後○年以内に公園等が整備が見込まれる等)、整備が見込まれ

る公園等からの離隔距離を定める等の基準が考えられる。

Ⅰ－５－12 最低敷地規模規制

いわゆるミニ開発を防止し、良好な環境を形成するため、新たに技術基準として追加されたものであるが、

一定の敷地規模を確保する必要性は、地域特性に大きく左右されるものであるため、他の技術基準のように

全国一律に義務付けることとはせず、基準の運用自体を条例に委ねたところである。また、最低敷地規模規

制が財産権に対する制約となることから、その範囲を明確化させるため、区域、目的(自己用又は非自己用)、

予定建築物の用途を限って定めることとされている。

制限の内容については、原則200㎡を超えないこととし、市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成し

ている地域においては、200㎡を超え300㎡以下の規制を実施することも可能とされるものである。

最低敷地規模規制は、周辺の環境との調和も念頭に置いた規制であることから、開発区域周辺の敷地の大

部分が狭小な敷地である場合にあっては、周辺の敷地に比べ過大な敷地規制を求めることは望ましくない。

また、最低敷地規模規制は、建築確認で最終的に担保されるものであることから、条例制定の際に建築確

認部局と十分調整を行うとともに60条証明書を活用することが望ましい。

Ⅰ－５－13 良好な景観の形成に係る基準

(１) 法第33条第５項の運用については、景観行政担当部局に対し、必要に応じて開発許可制度の概要、運

用の状況、他の地方公共団体における景観に係る開発許可基準の追加を行う条例(以下「景観基準追加条

例」という。)の制定状況等といった景観基準追加条例の制定に必要な情報の提供を実施する等、景観行

政団体の良好な景観の形成に資する取組みに対する積極的な支援を講じることが望ましい。

(２) 都道府県知事への協議

市町村(指定都市、中核市、特例市及び全部事務処理市町村を除く。)である景観行政団体が景観基準

追加条例を制定しようとする場合において、法第33条第６項の規定に基づく都道府県知事への協議があ

った場合には、当該景観行政団体が定めようとする開発許可の追加基準が開発許可事務の円滑な施行と

いう観点から支障がないか否かを判断することとする。
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Ⅰ－６ 法第34条関係(第14号以外)

Ⅰ－６－１ 一般的事項

本条は、市街化調整区域及び居住調整地域において例外的に認められる開発行為を規定したものであり、

開発許可制度のポイントをなす規定であるので、その適正な運用について特に留意することが重要である。

各号の運用に関しての考え方は、次のとおりであるが、処分に当たっては、各号該当の有無について、十分

慎重な審査を行うことが望ましい。

Ⅰ－６－２ 第１号関係

(１) 本号は、その趣旨から、当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサービス対象と

すると認められるものに限定すべきものと解されるので、著しく規模の大きい店舗等は、この点からチ

ェックすることが望ましい。

(２) 本号に該当する公共公益施設としては、いわゆる生活関連施設である公共公益施設が想定され、例え

ば、主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所、学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)や、

主として周辺の居住者が利用する診療所、助産所、通所系施設である社会福祉法第２条に規定する社会

福祉事業の用に供する施設又は更生保護事業法第２条第１項に規定する更生保護事業の用に供する施設

(以下「社会福祉施設」という。)等が考えられる。入所系施設である社会福祉施設については、主とし

て当該開発区域の周辺の地域に居住する者、その家族及び親族が入所するための施設である建築物など

が考えられる。

(３) 本号に該当する店舗等として、日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業等が考え

られるが、当該地域の市街化の状況に応じて、住民の利便の用に供するものとして同種の状況にある地

域においては通常存在すると認められる建築物の用に供する開発行為は、許可の対象として取扱って差

し支えないものと考えられる。従って、はり、きゅう、あん摩等の施設である建築物、ガソリンスタン

ド、自動車車専用液化石油スタンド及び水素スタンド（高圧ガス保安法第５条第１項の規定に基づき、

一般高圧ガス保安規則第７条の３に掲げる基準に適合するものとして都道府県知事の許可を受けた圧縮

水素スタンドに限る。以下同じ。）(主としてその周辺の市街化調整区域内に居住する者の需要に応ずる

とは認められないもの、例えば、高速自動車国道又は有料道路に接して設置されるガソリンスタンド、

自動車用液化石油スタンド及び水素スタンド等を除く。)、自動車修理工場、農林漁業団体事務所、農機

具修理施設、農林漁家生活改善施設等は、本号に該当するものとして取り扱うことが可能であると考え

られる。

(４) 本号に該当するもののうち令第22条第６号に該当するものは、許可が不要であるので留意すること。

(５) 本号の運用に当たり、市街化区域からの距離要件、同業種間の距離要件、業種ごとの支持世帯数、集

落の隣近接要件、建築物に係る敷地規模、建築物の規模制限等を設けている例があるが、本号は、当該

開発区域の周辺の市街化調整区域に居住している者を主たるサービス対象とすると認められるものに許

可を与える趣旨であり、これら基準を一律に適用した場合、合理性を欠くことになるおそれがあるので、

その運用が硬直的にならないよう留意するとともに、特に市街化区域からの距離を一律に定め運用して

いる例、同業種間の距離を一律に定め運用している例については、法の趣旨に照らして行き過ぎた運用

とならないよう基準自体の見直しを検討することが望ましい。

Ⅰ－６－３ 第２号関係
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(１) 「鉱物資源の有効な利用上必要な建築物」には、鉱物の採掘、選鉱その他の品位の向上処理及びこれ

と通常密接不可分な加工並びに地質調査、物理探鉱などの探鉱作業及び鉱山開発事業の用に供するもの、

すなわち、日本標準産業分類Ｄ－鉱業に属する事業及び当該調整区域において産出する原料を使用する

セメント製造業、生コンクリート製造業、粘土かわら製造業、砕石製造業等に属する事業に係る建築物

が該当し、鉄鋼業、非鉄金属製造業、コークス製造業、石油精製業等は該当しないものと考えられる。

(２) 「観光資源の有効な利用上必要な建築物」には、当該観光資源の鑑賞のための展望台その他の利用上

必要な施設、観光価値を維持するため必要な施設、宿泊又は休憩施設その他これらに類する施設で、客

観的に判断して必要と認められるものが該当するものと考えられる。

(３) 「その他の資源」には、水が含まれるので、取水、導水、利水又は浄化のため必要な施設は、本号に

より許可することが考えられる。なお、当該水を原料、冷却用水等として利用する工場等は、原則とし

て本号には該当しないが、当該地域で取水する水を当該地域で使用しなければならない特別の必要があ

ると認められるものは、本号に該当するものと考えられる。

Ⅰ－６－４ 第４号関係

農産物等の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物としては、当該市街化調整区域における生産物を主として

対象とする次のような業種の用に供するための開発行為が該当するものと考えられる。

畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜かん詰・果実かん詰・農産保存食料品製造業、動植物油脂製

造業、精穀・精粉業、砂糖製造業、配合飼料製造業、製茶業、でん粉製造業、一般製材業、倉庫業

Ⅰ－６－５ 第７号関係

(１) 本号は、市街化調整区域内の既存の工場における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物

等で、これら事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築等をすることが必要なものに

ついては、その建築等のための開発行為を特別の必要があるものとして許可し得ることとしたものであ

るが、事業活動の効率化の判断に際しては、既存の事業の質的改善が図られる場合のみならず事業の量

的拡大を伴う場合も含め許可の対象として取扱って差し支えない。

(２) 「密接な関連を有する」とは、市街化調整区域内に立地する既存工場に対して自己の生産物の５割以

上を原料又は部品として納入している場合であって、それらが既存工場における生産物の原料又は部品

の５割以上を占める場合等具体的な事業活動に着目して、生産、組立て、出荷等の各工程に関して不可

分一体の関係にある場合が考えられる。

Ⅰ－６－６ 第８号、第９号関係

令第29条の６及び令第29条の７に基づく建築物等は、火薬類取締法に基づく火薬類の製造所、火薬庫であ

る建築物等、道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所

等である建築物等である。

なお、上記の「給油所等」には水素スタンドが含まれるものと解される。

Ⅰ－６－７ 第10号関係

市街化調整区域又は居住調整地域内における地区計画については、都市計画運用指針Ⅳ－２－１ Ⅱ)Ｇを

参照すること。
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Ⅰ－６－８ 第11号関係

(１) 本規定は、市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成して

いると認められ、かつ、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている区域は、既に相当程度公共施設が

整備されており、又は、隣接、近接する市街化区域の公共施設の利用も可能であることから開発行為が

行われたとしても、積極的な公共投資は必ずしも必要とされないとの考えで設けられたものである。区

域の設定にあっては市街化区域に隣接又は近接していること、自然的社会的諸条件から一体的な日常生

活圏を構成していると認められること、おおむね50戸以上の建築物が連たんしていること、これらの要

件すべてを満たす区域を設定する必要があり、いずれかの要件のみ満たすだけの区域設定は行うことは

できない。また、市街化調整区域が用途地域等、都市施設の都市計画決定、市街地開発事業が予定され

ないという基本的な性格を踏まえて、開発が行われることによりスプロールが生じることのないよう、

開発区域の周辺の公共施設の整備状況や市街化調整区域全域における土地利用の方向性等を勘案して適

切な区域設定、用途設定を行うことが望ましい。

(２) 市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認め

られ、かつおおむね50戸以上の建築物が連たんしている区域の判断については次に掲げる事項に留意す

ることが望ましい。

① 「市街化区域に隣接」する地域とは、市街化区域に隣りあって接している地域であること。

② 「市街化区域に近接」する地域とは、当該市街化調整区域の規模、奥行きその他の態様、市街化区

域との位置的関係、集落の形成の状況に照らして判断されるものであるが、市街化区域との境界線か

らの距離をもって判断する場合は、少なくとも、当該距離が数百ｍ程度の範囲内の区域は近接する地

域に含まれること。

③ 「自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域」と

は、地形、地勢、地物等の状況及び文教、公益、利便、交通施設等の利用状況等に照らし、市街化区

域と一体的な関係をもった地域をいうこと。

④ 「自然的条件」については、河川、山林、高速道路等が存し、かつ、明らかに日常生活圏が分断さ

れているか否かという観点から判断すること。

⑤ 「社会的条件」については、同一の字、町内会組織、小学校区等の生活圏単位のほか、住民の日常

生活に密接に関連する生活利便施設、公益的施設又は利用交通施設の利用形態の共通性等に照らし、

総合的に判断すること。

⑥ 「おおむね50以上の建築物の連たん」する区域を条件とすることについては、建築物が一定程度集

積し市街化が進んでいること、また、公共施設の整備もある程度進んでいると考えられる区域である

からである。これに対し、市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化

区域と一体的日常生活圏を構成していると認められる地域であっても、建築物が一定程度集積してい

ない地域においては、一般的に公共施設の整備がそれほど進んでいないと考えられ、このような地域

において開発行為を原則容認していくことは、新たな公共投資を要する可能性を生じさせるものであ

り、このような区域を対象とすることは、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域の趣旨に反

するものであること。

(３) 令第29条の８において、市街化区域に隣接し又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活

圏を構成していると認められ、かつおおむね50戸以上の建築物が連たんしている区域には、原則として、

優良な農地等、優れた自然の風景を維持する等のため保全すべき区域、災害の発生のおそれがある区域

を含まないこととされている。具体的には、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)

に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)、農地法に基づく農地転用が見込まれない農地(甲

種農地及び第１種農地)、森林法に規定する保安林、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等の



６ 開発許可制度運用指針

6-22

区域が考えられる。また、当該区域は市街化調整区域の他の地域への影響が大きいものであることに鑑

み、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「都市計画区域マスタープラン」という。)等との

整合を図りつつ環境の保全にも配慮した運用を行うことが望ましく、関係部局との調整を含め適切な運

用を行うことが望ましい。

この他、区域指定に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

① 条例で区域を指定する際に、農地等が含まれる場合には、農林漁業との健全な調和を図り、また、

農地転用許可事務と相互の事務処理の円滑化を図る観点から、開発許可担当部局と農地転用担当部局

の間において十分連絡調整を行うことが望ましいこと。また、当該区域内に４haを超える農地等が含

まれるときには、都道府県農地転用担当部局を通じて地方農政局農地転用担当部局との間において十

分連絡調整を行うこと。

② 条例で指定する区域には、原則として、森林は含めないことが望ましいが、例外的に含まれる場合

であっても、その森林は宅地に介在する森林に限ること。なお、当該区域にやむを得ず森林が含まれ

ることとなる場合には、都道府県の開発許可担当部局は林務担当部局と十分調整を行うこと。また、

やむを得ず国有林野及び公有林野等官公造林地が含まれることとなる場合には、都道府県の開発許可

担当部局は関係森林管理局と十分調整を行うこと。

③ 条例で区域を指定する際に、土砂災害防止法第６条第１項に規定する土砂災害警戒区域が含まれる

場合には、開発許可担当部局と砂防部局の間において、土砂災害特別警戒区域の指定のための調査の

実施状況等について十分連絡調整を行うこと。また、条例により指定した区域内の土地が土砂災害特

別警戒区域として指定された場合には、当該区域の見直しを検討することが望ましい。

(４) 当該区域の指定に当たっては、技術基準の強化や建ぺい率、容積率等の建築規制等を併せて実施する

ことによりスプロールのおそれが生じない場合にも区域に編入することは可能と考えるが、この場合に

は、法第43条の建築許可の際に公共施設の整備を求めることができないことに留意することが望ましい。

(５) また、環境上支障がある用途については、隣接又は近接する市街化区域の用途を参考に定めることも

考えられるが、周辺の区域の状況、まちづくりの方針等に照らして適切に定めることが望ましく、用途

の概念については、法及び建築基準法で定められている用途地域等における定め方を参考にすることが

望ましい。また、商工行政との整合性の確保の観点から、関係部局と十分連絡調整を行うとともに、商

工関係者等住民からも幅広く意見を求めることが望ましい。

Ⅰ－６－９ 第12号関係

(１) 開発審査会の審査基準のうち定型的なものは原則条例化することが可能であり、実務の積み重ねがあ

るものは条例化の対象となるものと考えられる。

条例の内容は、区域、目的、予定建築物等の用途の組合わせで定められるが、開発審査会の基準に技

術基準等に関する特別な条件を設けている場合は、これらの条件についても条例等により明示すること

が望ましい。

条例の制定は、開発許可基準の明確化と開発許可手続の迅速化、簡素化に資するものであることから、

開発審査会で包括承認等の取扱いを行っている開発行為については積極的に条例の対象とすることが望

ましい。

(２) 審査基準として定められているものの他にも定型的なものであれば開発審査会の承諾を受けて条例化

することも可能である。したがって、市街化調整区域における本号の適用については、既存集落の計画

的な整備等について都市計画区域マスタープラン等の内容を踏まえて条例の制定を行う等地域の実情に

沿った運用が可能であるが、条例制定に当たっては、対象とされる開発行為が「開発区域の周辺におけ

る市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく



６ 開発許可制度運用指針

6-23

不適当」なものであることが定型的に認められるものである必要があり、開発審査会の承諾の他、区域

内に存する市町村の意向に十分配慮することが望ましい。

居住調整地域に関する都市計画を定めたときは、居住調整地域に関して本号に基づく条例を定める必

要があるかについては、適切に判断することが望ましい。本号に基づく条例を定める場合、立地適正化

計画の内容を踏まえて地域の実情に沿った運用を行うことが可能となるが、条例制定に当たっては、対

象とされる特定開発行為が「開発区域の周辺における住宅地化を促進するおそれがないと認められ、か

つ、居住調整地域外において行うことが困難又は著しく不適当」なものであることが定型的に認められ

るものである必要がある。

なお、居住調整地域に係る条例は、必ずしも市街化調整区域に係る条例と同等の内容である必要はな

いと考えられるが、居住調整地域に関する都市計画の決定を契機として市街化調整区域に係る条例を見

直すこととするか、市街化調整区域に係る条例と居住調整地域に係る条例とで差異が生じることを許容

するかについても、市町村が適切に判断するべきである。

(３) 条例で区域を指定する場合には、Ⅰ－６－８(３)と同様の措置を講ずることが望ましい。また、商工

行政との整合性の確保の観点から、関係部局と十分連絡調整を行うとともに、商工関係者等住民からも

幅広く意見を求めることが望ましい。

Ⅰ－６－10 第13号関係

(１) 本号は、区域区分若しくは居住調整地域に関する都市計画が決定された際又は市街化調整区域若しく

は居住調整地域が拡張された際の既存の権利者の行う一定の開発行為について、経過的に許可しうるこ

ととしたものである。

(２) 「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用すること

をいう趣旨であるので、当然自然人に限られることとなり、会社が従業員宿舎の建設のために行う開発

行為、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅の建設のために行う開発行為は、これに該当しな

いものと考えられる。

(３) 「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経済活動が行わ

れることであり、また、文理上この場合は住宅を含まないので、分譲又は賃貸のための住宅の建設又は

宅地の造成のための開発行為は該当しないことはもちろん、貸事務所、貸店舗等も該当しない。これに

対し、ホテル、旅館、結婚式場、中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設、企業

の従業員のための福利厚生施設等は該当するものと考えられる。

(４) 開発行為を行うため農地法第５条の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、市街化

調整区域又は居住調整地域となる前に当該許可を受けていることが望ましい。

(５) 本号の届出をした者の地位は、相続人その他の一般承継人に限り承継し得るものとして差し支えない。

Ⅰ－７ 法第34条第14号等関係

Ⅰ－７－１ 市街化調整区域における法第34条第14号等の運用

法第34条第14号及び令第36条第１項第３号ホの規定については、優良な農地等、優れた自然環境を有する

区域、災害の発生のおそれがある区域など保全することが適当な区域を除き、都市計画区域マスタープラン

など、まちづくりの将来像を示すマスタープランの内容を踏まえつつ、法第34条の趣旨に照らしながら、法

の委任に基づく条例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を行うことが望ましい。第１

号から第13号までに該当しない開発行為については、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域
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を含めた市街化の状況、区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、必要があれば技術基準を適切に定める

などして、当該開発行為又は建築行為の予定建築物等の用途(法及び建築基準法で定められている用途地域等

における定め方を参考にすることが望ましい。)、目的、位置、規模等を個別具体的に検討して、周辺の市街

化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合は、

第14号に基づいて許可しても差し支えなく、地域の実情に沿った円滑な制度の運用を図ることが望ましい。

なお、平成18年の法改正前であれば、計画的な開発であることから改正前の法第34条第10号イに基づいて許

可を受けることが可能であったと考えられる大規模な開発行為については、地区計画に定められた内容に適

用して行われる場合に第10号に基づく許可を行うことが望ましく、原則として、本号に基づく許可を行うこ

とは適切でないことに留意すること。

この趣旨を踏まえ、通常原則として許可して差し支えないものと考えられるものとして、次のような建築

物の用に供する開発行為等が考えられる。

(１) 分家住宅

① 農家世帯の分家に伴う住宅等

市街化調整区域において自己の土地を所有しつつ継続して生活の本拠を有する農家世帯に代表され

る世帯がその世帯の通常の分化発展の過程で必要とする住宅の確保のための開発行為又は建築行為に

ついては、当該地域における土地利用上調和のとれた範囲内で行われる限り必ずしも市街化の促進と

して取り扱うべきでなく、また当該市街化調整区域に土地を保有しながら別途市街化区域に求めさせ

ることは適当でないとの観点から当該世帯の世帯構成員の生活権を保障する趣旨であるので、許可対

象となる土地、許可を受け得る者の範囲、新規の住宅確保の必要性の判断等に当たってはこの趣旨を

十分踏まえて取扱うことが望ましい。

具体的運用に当たっては次に掲げる事項に留意することが望ましい。

イ 許可の対象となる土地については、当該区域区分に関する都市計画の決定前から引続いていわゆ

る本家たる世帯が保有している土地であることを原則とするが、当該区域区分に関する都市計画の

決定後農振法に規定する農業振興地域内にある土地の交換分合により取得した土地等についてはこ

れに含めて差し支えない。

ロ 許可は原則として既存集落又はその周辺の地域において行うこと。

ハ 許可を受け得る者の範囲については、その趣旨に沿う者であれば二、三男に限らず合理的事情の

存する世帯構成員一般として差し支えない。この場合における「合理的事情の存する世帯構成員」

とは、民法第725条に定める親族の範囲に該当する者であって原則として相続又は贈与により当該土

地の所有権等を取得するいわゆる本家の世帯構成員であったものであるので、いわゆる跡取りを含

むほか、娘むこ予定者も世帯構成員であった娘と一体として認められる者と考えて差し支えない。

また、Ｕターン等に係る者の地域への定住を阻害する必要はなく、許可を受け得る者の範囲につ

いては、従前同一の世帯構成員として同居の事実があれば足り、許可申請の時点において必ずしも

いわゆる本家に同居している場合に限る必要はない。

ニ 許可に当たっては、例えば、結婚その他独立して世帯を構成する合理的事情、勤務地、予定建築

物の規模等の適正さ、過去における同様の申請の有無等に照らして必要性及び確実性を判断するの

が望ましく、分家住宅の名目であれば半ば自動的に許可するような運用は望ましくない。

② 本家たる世帯が非農家の場合の分家住宅

いわゆる本家たる世帯が非農家の場合の分家住宅であっても市街化調整区域における既存集落及び

その周辺の地域に当該区域区分に関する都市計画の決定前から引続きその生活の本拠を有しているい

わゆる本家が当該区域区分に関する都市計画の決定前から保有していた土地において新たに世帯を分

離する合理的事情が存する場合についてまで一律にこれを排除する趣旨ではないので、農家の分家住

宅に係る①に掲げる要件の判断を含め、個別具体的に判断してやむを得ないものと認められる場合に
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は許可して差し支えない場合もあると考えられる。

(２) 収用対象事業の施行による移転又は除却

① 市街化調整区域に存する建築物の代替建築物

市街化調整区域に存する建築物が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場合

において、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で建築される建築物

については、適切な規模等のもので適切な位置に建築される限りそれ自体市街化の促進として捉える

必要はなく、また、従来より市街化調整区域に存していた建築物の移転先を一律に市街化区域に求め

させることも著しく適切を欠くため、公共事業の円滑な執行及び被収用者の生活権の保障と十分調和

を図りながら具体的事務の運用に当たることが望ましい。具体的運用に当たっては次に掲げる事項に

留意することが望ましい。

イ 代替建築物の位置については、その用途及び地域の土地利用に照らし適切なものであること。

ロ 農用地区域内の土地等でないこと等地域の土地利用と調整のとれたものであること。

ハ 敷地が従前とほぼ同様の規模であり、予定建築物が周辺の土地利用及び環境と調和のとれたもの

であること。

② 市街化区域に存する建築物の代替建築物

市街化区域に存する建築物が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場合にお

いて、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で市街化調整区域に建築

される建築物については、密集市街地等であることにより市街化区域内に適地を確保することが困難

である場合や、被収用者が従前から市街化調整区域に、代替予定地としてではなく、①イからハまで

に掲げる要件に鑑みて適切な土地を保有しておりあえて市街化区域に求めさせる合理的事情に乏しい

場合、許可権者との調整を踏まえ起業者において適切な土地をあっせんする場合等やむを得ない場合

は許可しても差し支えない。

(３) 社寺仏閣及び納骨堂

原則として当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施

設を対象とするものとし、通常既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等を構

成する建築物を典型例とするが、その他の宗教活動上の施設(原則として宗教法人の行う儀式、教化育成

のための施設及びこれに付属する社務所、くり等規模、構造、設計等がこれら宗教活動上の必要に照ら

してふさわしいものとし、宿泊施設及び休憩施設は原則として含まない。)であって当該市街化調整区域

及びその周辺の地域における信者の分布その他に照らし、特に当該地域に立地する合理的事情の存する

ものを含むものと考えられる。

(４) 研究対象が市街化調整区域に存在すること等の理由により当該市街化調整区域に建設することがやむ

をえないと認められる研究施設

(５) 第１号から第14号までの規定により許可を受けた開発行為に係る事業所又は従前から当該市街化調整

区域に存する事業所において業務に従事する者の住宅、寮等で特に当該土地の区域に建築することがや

むを得ないと認められるもの業務に従事する者の住宅、寮等については、工場等の立地と一体的に計画

されたものであって、当該住宅等が工場等と一体的に立地する場合又は既存集落内若しくは既存集落に

隣接又は近接する地域に立地する場合のいずれかであり、事業の操業方式、就業体制、雇用形態等を勘

案の上適切な規模を超えないものに限って認めることが望ましい。

(６) 土地区画整理事業の施行された土地の区域内における建築物

(７) 独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落であって当該都市計画区

域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度にある集落において建築することがや

むを得ないものと認められる次の①～④に掲げる建築物

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。
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「独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落」とは、地形、地勢、

地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医療等の

施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らして独立して一体的な日常生活圏を構成していると

認められ、かつ、相当数の建築物が連たんしている集落と考えられる。特に社会生活に係る施設として

は、当該集落に小・中学校、鉄道の駅若しくはバス停留所、日用品店舗等、旧町村役場(現在の出張所を

含む)、病院若しくは診療所等の施設が概ね存することを基準とすることが望ましい。

「当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度」とは、当該集落

に係る戸数密度(ha当たり平均戸数)が当該市街化区域に係る計画戸数密度(将来人口密度から想定され

る戸数密度)とほぼ同程度にあるものであると考えられる。

上記要件を満たす集落のうち、当該都市計画区域に係る市街化区域における人口、産業の動向、土地

利用の状況等の市街化の動向、市街化区域からの距離等を勘案し、市街化を促進するおそれがないと認

めてあらかじめ都道府県知事等が指定した集落(以下「指定既存集落」という。)における自己用住宅等

を審査の対象とすることが望ましい。

指定既存集落の辺縁部における許可申請事案については、許可申請地の周辺の建築物の連たんの程度、

周辺の土地利用の一体性を勘案して当該許可申請地が当該集落の内にあるか否かを判断することが望ま

しい。

① 自己用住宅

イ 許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画

を変更して市街化調整区域が拡張される前から、申請に係る土地を保有していた(保有していた者か

ら相続により取得した場合を含む。)者又は当該指定既存集落に生活の本拠を有する者であること。

なお、収用対象事業による建築物の移転等の事情により当該区域区分に関する都市計画が決定され

又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有

することとなった者についても審査の対象として差し支えないと考えられる。

ロ 原則として自己の居住の用に供する一戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設計

等のものであること。

ハ 現在居住している住居について過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情がある場合、停年、退

職、卒業等の事情がある場合等社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認められる

場合であること。

② 分家住宅

許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を

変更して市街化調整区域が拡張される前から、指定既存集落に生活の本拠を有するいわゆる本家の世

帯構成員であることが望ましいが、収用対象事業による建築物の移転等の事情により当該区域区分に

関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された後、当該指定既

存集落に生活の本拠を有することとなった者の世帯の世帯構成員についても審査の対象として差し支

えないと考えられる。また、(１)①ハ及びニ並びに②に基づき運用することが望ましい。

③ 小規模な工場等(原則として当該指定既存集落に、当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当

該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前から生活の本拠を有する者が設置するものに限

る。)

イ 許可申請者については、原則として当該区域区分に関する都市計画が決定され又は当該都市計画

を変更して市街化調整区域が拡張される前から、指定既存集落に生活の本拠を有する者であること。

なお、収用対象事業による建築物の移転等の事情により当該区域区分に関する都市計画が決定され

又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有

することとなった者の世帯の世帯構成員についても審査の対象として差し支えないと考えられる。
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ロ 工場、事務所又は店舗である建築物であって予定建築物が周辺における土地利用と調和のとれた

ものであること。

ハ 自己の生計を維持するために必要とする自己の業務の用に供する建築物であって、その経営形態、

運営管理上の観点から当該集落において建築することがやむを得ないと認められるものであること。

④ 公営住宅(主として当該指定既存集落に居住する者を入居対象とする目的で建設されるもの)

主として当該指定既存集落及びその周辺の地域に居住している者を入居の対象とすることを目的と

して建設される公営住宅法第２条第２号に規定する公営住宅(都道府県、指定都市等が建設するものを

除く。)であって、その規模がその地域の入居対象者数を勘案して適切であること。

(８) 地区集会所その他法第29条第１項第３号に規定する施設に準ずる施設である建築物

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

① 地区集会所、集落青年館、公民館(社会教育法によるものを除く。)等準公益的な施設である建築物

であること。

② 町内会、自治会等の自治組織において運営され、適正な管理が行われるものであること。

③ レジャー的な施設その他他の目的の建築物と併用されるものでないこと。なお、農林漁業生活改善

施設その他の制度的に当該施設の公益性が担保されているものについては、法第34条第１号に該当す

るものとして取扱って差し支えないと考えられる。

(９) 既存建築物の建替

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

① 従前の自己用住宅の敷地が著しく過少である場合等格段の事情がある場合を除き、従前の建築物の

敷地の範囲内で行われるものであること。

② 原則として従前の建築物と同一の用途であること。

③ 規模、構造、設備等が従前のものに比較して過大でなく、かつ、周辺の土地利用の状況等からみて

適切なものであること。なお、建替後の床面積の合計が従前の建築物の床面積の合計の1.5倍以下であ

るものについては、従前の構造及び用途がほぼ同一であれば、許可を要しない「改築」として取り扱

って差し支えないと考えられる。

(10) 建築基準法第39条第１項の災害危険区域等に存する建築物の移転具体的には、次のような建築物の移

転が対象となるものと考えられる。

① がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転

② 地すべり等防止法第24条第３項の規定による協議を経た関連事業計画に基づく移転

③ 土砂災害防止法第25条第１項の勧告に基づく移転

④ 建築基準法第10条第１項の命令に基づく移転

⑤ その他条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づく①から④までと同等と認められる移転。この

場合における取扱いについては、(２)の収用対象事業の施行による移転の場合と概ね同様のものとす

ることが望ましい。また、移転前の建築物が市街化区域に存していた場合にあっても同様の収用対象

事業の施行による移転の場合に倣い、やむを得ない事情を総合的に勘案して取扱うことが望ましい。

(11) 市街化調整区域における自然的土地利用と調和のとれたレクリエーションのための施設を構成する建

築物次に掲げる建築物が対象と考えられる。

① キャンプ場、スキー場等第二種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設であって地域における

土地利用上支障がないものの管理上又は利用上必要最小限不可欠である施設である建築物で、次の各

要件を満たすもの

ア 当該キャンプ場等の施設自体が周辺の環境等に適合し、かつ、地域の土地利用計画に整合した内

容のものであること。

イ 管理棟、バンガロー等必要最小限の施設である建築物であって周辺の自然環境に調和した簡素な
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ものであること。

ウ 用途の変更が容易なものでないこと。

エ 自然公園法その他の法令に適合していること。

② 第二種特定工作物の利用増進上宿泊機能が必要不可欠であり、かつ、周辺の状況等から判断して当

該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設である建築物第二種特定工作

物である運動・レジャー施設の併設建築物に宿泊施設は含まれないが、次の各要件を満たすものにあ

っては別途開発審査会の議を経た上で個別具体的に許可して差し支えないと考えられる。

ア 利用目的及び利用者の属性から宿泊機能が必要不可欠であること。

イ 市街化区域等における宿泊施設によっては円滑な対応が困難であること。なお、第二種特定工作

物とりわけ運動・レジャー施設に管理上又は利用増進上併設されるクラブハウス等については、物

理的及び機能的にみて社会通念上当該運動・レジャー施設に不可分一体のものとして併設されるも

のである限り、主として当該運動・レジャー施設の建設を目的とした開発行為に包含されるもので

あるので、改めて当該クラブハウス等の建築を目的として開発許可又は建築許可を行う必要はない。

また、第二種特定工作物に該当しない１ha未満の運動・レジャー施設に同様の目的から併設建築物

を伴う場合については、主として当該併設建築物の建築を目的とした行為でないため、それ自体と

しては開発許可を要しないが、市街化調整区域内にこれを設ける場合には別途法第43条の規定の適

用があるので、その規模、設計、配置、内容等に照らし実情に応じた取扱いをして差し支えない。

(12) 人口が減少し、かつ、産業が停滞していると認められる地域等であって、その振興を図る必要がある

ものとして都道府県知事等が指定した地域において立地することがやむを得ないと認められる工場等

「立地することがやむを得ないと認められる」とは、工場等の立地が当該市街化区域内に適地がないと

認められ、かつ、開発区域周辺の労働力を必要とする場合、清浄な空気・水、景観、自然緑地等の優れ

た自然環境を必要とする場合、空港、高速道路のインターチェンジ等に隣近接することが必要な場合等、

地形、環境等の自然条件、雇用、交通、土地利用、産業等の社会経済条件を総合的に勘案してやむを得

ないと認められる場合であると考えられる。

(13) 特定流通業務施設

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

① 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「物流総合効率化法」という。)第５条第２

項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第２条第３号に規定する特定流通業務施設に該当

するものであって、貨物自動車運送事業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同

条第６項の特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供される施設又は倉庫業法第２条第２項に規

定する倉庫業の用に供する同条第１項に規定する倉庫であること。

② 物流総合効率化法第４条第５項に基づく都道府県知事からの意見聴取において、当該特定流通業務

施設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困

難又は著しく不適当と認められる旨の意見があった施設であること。

③ 市街化調整区域における特定流通業務施設のうち、一般貨物自動車運送事業の用に供する施設の取

扱い

一般貨物自動車運送事業者が、市街化調整区域において特別積合せ貨物運送を行う事業者等から既

存の施設を賃借して営業所等を設置する場合に、本来、法第43条の許可等を受ける必要があるにもか

かわらず、当該許可等を受けないまま、貨物自動車運送事業法上の新規許可、事業計画変更認可等を

受けている事例が見受けられたことから、運輸担当部局が、一般貨物自動車運送事業の用に供する営

業所等の設置に係る貨物自動車運送事業法第３条の許可、第９条の認可等の申請を受理した場合、開

発許可担当部局に対し照会がなされる等の措置が講じられることとされているので、運輸担当部局と

密接に連絡をとられたい。
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(14) 老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホームのうち、設置及び運営が国の定める基準等に適合

する優良なものであって、その立地がやむを得ないと認められるもの

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

① 「設置及び運営が国の定める基準等に適合する優良なもの」とは、当該有料老人ホームの設置及び

運営が厚生労働省の策定する有料老人ホーム設置運営標準指導指針又は都道府県が当該指針を参考に

策定する指導指針等が適用される場合にあっては同基準に適合しており、かつ、住宅部局及び福祉部

局と十分な連絡調整の上、安定的な経営確保が図られていることが確実と判断されるものであること。

② 当該有料老人ホームに係る権利関係は利用権方式又は賃貸方式のものであることとし、分譲方式の

ものは老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホームには当たらないことから認められないこと。

③ 「立地がやむを得ない」とは、当該有料老人ホームが市街化調整区域に立地する病院又は特別養護

老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地する必要があるのか、入居一時金及び

利用料に関する国の基準等がある場合であって適正な料金設定のため不可避であるのかなど、施設の

機能、運営上の観点から総合的に判断して市街化区域に立地することが困難又は不適当であること。

④ 当該有料老人ホームの立地につき、その開発区域を管轄する市町村の福祉施策、都市計画の観点か

ら支障がないことについて、当該市町村長が承認を与えたものであること。

(15) 介護老人保健施設

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。

① 介護老人保健施設については、各地域の要介護老人数等を踏まえて見込まれるその地域の需要を考

慮した規模のものでなければならず、他の地域からの利用を数多く想定した大規模施設の設置は適切

でないものとされていること等から、協力病院が近隣に所在する場合等介護老人保健施設を市街化調

整区域に立地させることがやむを得ないと認められる場合には許可して差し支えないこと。なお、介

護老人保健施設のうち社会福祉法第２条第３項に規定する第二種社会福祉事業の用に供せられるもの

については、(17)を参照すること。

② 介護老人保健施設担当部局との調整

ア 都道府県の介護老人保健施設担当部局においては、介護老人保健施設の開設許可手続を支障なく

進めるために、あらかじめ申請者から計画段階での事前協議を受付け、事前審査を行うこととされ

ているので、開発許可担当部局において介護老人保健施設担当部局と十分な連絡調整を図るものと

し、開発許可は介護老人保健施設の開設が確実に許可される見込みであるものについて行うことが

望ましい。この場合、介護老人保健施設担当部局において、介護老人保健施設の開設が確実に許可

される見込みである旨の確認がなされることとなっているので、別記様式第一の確認書の提出を求

めることが望ましい。

イ 第二種社会福祉事業の用に供せられる介護老人保健施設の建築を行おうとする者の求めに応じ、

60条証明書を交付するに当たっては、あらかじめ介護老人保健施設担当部局を経由して民生担当部

局より別記様式第二の証明書を求めることが望ましい。

(16) 優良田園住宅

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「優良田園法」という。)による優良田園住宅について

は、優良田園法第５条の規定により、法の規定による許可を求められたときは優良田園住宅の建設の促

進が図られるよう適切な配慮をするものとされていることから、次に掲げる事項に留意することが望ま

しい。

① 開発許可基準及び建築許可基準への適合性を審査するに当たっては、手続きの迅速化に努めること。

② 優良田園法第４条に定める優良田園住宅建設計画(以下「建設計画」という。)の認定に先立って優

良田園住宅担当部局から協議を受けた場合には、認定を受けた建設計画に係る開発許可又は建築許可

の審査が円滑に行われるよう、建設計画に記載された内容から判断して、開発許可基準又は建築許可
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基準に適合しないと判断される場合には必要な意見を述べること。

③ 建設計画の申請の段階において、当該建設計画に係る開発計画が具体的に固まっている場合には、

建設計画の審査と並行して開発許可の事前審査等の制度を積極的に活用する等により、建設計画作成

上の手戻りを防ぎ、申請者にとって過度の負担とならないよう努めること。

④ 開発許可、特に大規模な開発に係る許可については、地域の実情に応じ、関係部局との横断的調整

組織を積極的に設置・活用して調整を図り、事務処理の一層の迅速化に努めること。

⑤ 法第32条に基づく公共施設管理者の同意、協議手続については、当該市町村が自ら基本方針の策定

や建設計画の認定を行っていることに鑑み、手続の一層の迅速化が図られるよう、都道府県にあって

は、適宜当該市町村と連絡をとる等可能な限り開発許可との同時並行的な処理に努めること。

⑥ 開発許可の審査に当たっては、地域の実情に応じ横断的調整組織等を活用して、提出部数の軽減、

同様の審査資料に係る様式の統一等提出書類の一層の簡素化に努めること。

⑦ 開発許可の迅速な運用に資する観点からは、建設計画に基づいて行われる開発行為を審査会の提案

基準とすることや、建設計画に係る土地の区域について法第34条第11号又は同条第12号の区域として

指定を行うことも考えられること。

(17) 社会福祉施設

社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設又は更正保護事業法第２条第１項に規定

する更正保護事業の用に供する施設(以下「社会福祉施設」という。)であって、設置及び運営が国の定

める基準に適合するもので、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認めら

れ、かつ、当該開発区域を所管する地方公共団体の福祉施策の観点から支障がないことについて、関係

部局と調整がとれたもののうち、以下の①から③までのいずれかに該当するものであること。

① 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの施設と当該許可に係る社会福祉施設

のそれぞれがもつ機能とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要がある場合

② 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に配慮する必要がある場合

③ 当該施設が提供するサービスの特性から、例えば、当該開発区域周辺の優れた自然環境が必要と認

められる場合など、当該開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要である場合なお、社会福祉施設の

開発許可については、開発許可担当部局と社会福祉施設担当部局とが十分な連絡調整を図ることが望

ましい。

(18) 医療施設関係

医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規定

する助産所であって、設置及び運営が国の定める基準に適合する優良なものであり、その位置、規模等

からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を所轄する地方公共団

体の医療施策の観点から支障がないことについて、関係部局と調整がとれたもののうち、以下の①から

③までのいずれかに該当するものであること。

① 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手段の確保のため、当該開発区域周辺の

交通基盤等の活用が必要と認められる場合

② 当該医療施設の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた自然環境その他の療養環境が必要と認

められる場合

③ 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域に移転する場合なお、医療施設に係る

開発許可については、開発許可担当部局と医療施設担当部局とが十分な連絡調整を図ることが望まし

い。

(19)学校関係

その設置目的から、主として開発区域の周辺の居住者以外の利用を想定している学校のうち、教育環

境の確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要であることなどから、市街化調整区域に立
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地させることがやむを得ないと認められるものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進

するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を含む文教施策の観点から支障がないことについて、

関係部局と調整がとれたもの。

なお、学校に係る開発許可については、開発許可担当部局と文教施設担当部局とが十分な連絡調整を

図ることが望ましい。

(20) 例えば、次のような事例についても、やむを得ない事情が認められ、周辺の土地利用に支障を及ぼさ

ない限り、法第29条又は第43条の規定による許可が相当か否かの審査の対象として差し支えない。

① 既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の設置

② 既存の住宅の増築のためやむを得ない場合の敷地拡大

③ 法に基づく許可を受けて建築された後相当期間適正に利用された建築物のやむを得ない事情による

用途変更

Ⅰ－７－２ 開発審査会への付議に関する運用

(1) 一般的事項

法第３４条第１４号及び令第３６条第１項第３号ホに基づく許可は、開発審査会の議を経て行うこととなる

が、開発審査会への付議に当たっては、一定の案件数が見込まれる等定型的な開発行為について、事前明示

性の確保及び事務処理の円滑化の観点から、あらかじめ開発審査会に諮った上で、開発審査会に付議するも

のとして基準化しておくことが考えられる。ただし、この基準（以下「提案基準」という。）を一律に適用

すると、地域の実情に沿った円滑な運用を妨げるおそれがあるので、必要に応じて提案基準に定められてい

ないものであっても開発審査会に付議するなど、その運用が硬直的とならないよう留意する必要がある。

(2) 事務処理市町村が処理する案件に係る事項

① 開発審査会は、事務処理市町村に設置することができないものであることから、事務処理市町村が開発審

査会に付議する意向がある案件については、特段の支障がない限り、開発審査会に付議することができる

ことを前提に、当該事務処理市町村が地域の実情に応じて主体的に開発許可の運用を行うことが可能とな

るよう配慮する必要がある。

② この際、事務処理市町村に対し、事務処理の円滑化等の観点から開発審査会に付議する案件やその説明資

料の内容等の確認、修正等の技術的な助言を行う場合には、これらを理由として開発審査会への付議を遅

らせることがないよう留意する必要がある。

③ なお、地域の実情に応じた主体的かつ効率的な開発許可の運用を行うため、事務処理市町村は必要に応じ

て当該事務処理市町村の区域内でのみ適用される提案基準を設けることができる。

Ⅰ－７－３ 居住調整地域における法第34条第14号等の運用

居住調整地域における、都市再生法による読替後の法第34条第14号及び都市再生法施行令による読替後の

令第36条第１項第３号ホの規定については、立地適正化計画など、まちづくりの将来像を示すマスタープラ

ンの内容を踏まえつつ、法の委任に基づく条例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を

行うことが望ましい。特定開発行為のうち、第１号から第13号に該当しないものについては、市町村は、当

該居住調整地域及び当該地域を含む都市計画区域内における住宅の立地状況、都市機能増進施設や都市施設

の整備状況及び今後の動向、人口動態等の地域の特性等を総合的に勘案し、必要があれば技術基準を適切に

定めるなどして、当該開発行為の位置、規模等を個別具体的に検討して、周辺における住宅地化を促進する

おそれがなく、かつ、居住調整地域外において行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合は、第14

号に基づいて許可しても差し支えなく、地域の実情に沿った円滑な制度の運用を図ることが望ましい。
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この趣旨を踏まえ、通常原則として許可して差し支えないものと考えられるものとして、次のような場合

に行われる特定開発行為等が考えられる。

(１) 収用対象事業の施行により住宅を移転又は除却する場合

① 居住調整地域に存する建築物の代替建築物

居住調整地域に存する住宅が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場合にお

いて、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で建築される住宅につい

ては、適切な規模等のもので適切な位置に建築される限りそれ自体住宅地化の促進として捉える必要

はなく、また、従来より居住調整地域に存していた建築物の移転先を一律に居住調整地域外に求めさ

せることも著しく適切を欠くため、公共事業の円滑な執行及び被収用者の生活権の保障と十分調和を

図りながら具体的事務の運用に当たることが望ましい。

具体的運用に当たってはⅠ－７－１(２)①イからハまでに掲げる事項に留意することが望ましい。

② 居住調整地域外に存する住宅の代替となる住宅

居住調整地域外に存する建築物が収用対象事業の施行により移転又は除却しなければならない場合

において、これに代わるべきものとして、従前とほぼ同一の用途、規模及び構造で居住調整地域に建

築される建築物については、密集市街地等であることにより居住調整地域外に適地を確保することが

困難である場合や、被収用者が従前から居住調整地域に、代替予定地としてではなく、Ⅰ－７－１(２)

①イからハまでに掲げる要件に鑑みて適切な土地を保有しておりあえて居住調整地域外に求めさせる

合理的事情に乏しい場合、許可権者との調整を踏まえ起業者において適切な土地をあっせんする場合

等やむを得ない場合は許可しても差し支えない。

(２) 建築基準法第39条第１項の災害危険区域等に存する住宅を移転する場合

具体的には、Ⅰ－７－１(10)①から⑤に掲げるような建築物の移転が対象となると考えられる。

(３) 既存住宅を建て替える場合

具体的な運用に当たっては、Ⅰ－７－１(９)①から③までに記載した事項に留意することが望ましい。

また、上記のほか、地域の特性等によっては、技術基準を適切に定め、区域・目的・予定建築物の用

途等を適宜限定して、次のような場合に行われる特定開発行為について許可することも考えられる。

(４) 居住調整地域に存する事業所において業務に従事する者の住宅を建築する場合居住調整地域に従前か

ら存する又は立地させようとする事業所において業務に従事する者の住宅で特に当該土地の区域に建築

することがやむを得ないと認められるものは許可することも考えられる。これは、業務に従事する者の

住宅については、工場等の立地と一体的に計画され、当該住宅が工場等と一体的に立地することが通常

想定されるためであり、事業の操業方式、就業体制、雇用形態等を勘案の上適切な規模を超えないもの

に限って認めることも考えられる。

(５) 独立して一体的な日常生活圏を構築していると認められる大規模な既存集落であって一定の区域にお

いて建築することがやむを得ないと認められる住宅具体的な運用に当たっては、居住調整地域に関する

都市計画を定めた趣旨を踏まえて、当該既存集落内における開発区域の立地状況、当該既存集落と近隣

の市街化調整区域や居住誘導区域との位置関係、交通施設等の利用状況、開発行為の規模等を勘案して

判断することが望ましい。

(６) 優良田園住宅を建築する場合

優良田園法による優良田園住宅について、３戸以上又はその規模が1,000㎡以上の場合に立地基準への

適合性の審査の対象となるが、優良田園法第５条の規定の趣旨を踏まえ、適切に開発許可制度を運用す

ることが望ましい。

これらのほか、人の居住の用に供する建築物として条例で定めることにより開発許可の適用対象とな

る建築物についても、当該居住調整地域及び当該地域を含む都市計画区域内における住宅の立地状況、
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都市機能増進施設や都市施設の立地状況及び今後の整備に向けた動向、人口動態等の地域の特性等を総

合的に勘案し、市町村が適切に許可に係る判断を行うことが望ましい。

なお、居住調整地域における特定開発行為に係る許可基準について、必ずしも市街化調整区域と同等

の許可基準とする必要はないと考えられるが、居住調整地域に関する都市計画の決定を契機として市街

化調整区域における開発行為に係る基準を見直すこととするか、市街化調整区域における開発行為に係

る許可基準と居住調整地域における特定開発行為に係る許可基準とで差異が生じることを許容するかは、

市町村が適切に判断するべきである。

Ⅰ－７－４ 関係部局との調整

都道府県知事等が次に掲げる指定を行ったときは、その具体的内容について農林水産担当部局に対して連

絡を行うことが望ましい。

Ⅰ－７－１(７)における集落の指定(指定既存集落)

Ⅰ－７－１(12)における地域の指定(人口減少産業停滞地域)

Ⅰ－７－１(13)における区域の指定(インターチェンジ周辺)

Ⅰ－８ 法第34条の２関係(開発許可の特例)

本条に基づく協議については、開発許可制度の趣旨を踏まえ、法第33条及び第34条の基準にかんがみて行

うことが望ましい。また、協議が成立した開発行為については、許可を受けたものと同様の規定(工事完了の

検査等)が適用される。

なお、法第34条の２第１項に定める者のほか、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構、日本下水道事業団、土地開発公社(都道府県等が設立したものに限る。)、独立行政法人

空港周辺整備機構及び地方住宅供給公社(都道府県等が設立したものに限る。)については法第34条の２第１

項の国又は都道府県等とみなされて、都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可を受けたも

のとみなされることとされている。

Ⅰ－９ 法第35条の２関係(変更許可等)

変更の許可等の事務の執行に当たっては、次の事項に留意することが望ましい。

(１) 適用対象となるのは、開発許可後、完了公告前の変更であること。

(２) 当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更が行われる場合には、新たな開発許可が望ま

しいこと。

(３) 変更の許可の申請に際して、令第23条に定める公益的施設管理者との協議については、次の事項に留

意することが望ましい。

① 令第23条の規定は、開発行為を行う者に特別な負担を課する趣旨のものではないので、この点に留

意して適切な運用を行うこと。

② 令第23条に定める公益的施設管理者との再協議については、令第31条第１項各号に掲げる事項のほ

か、予定建築物等の敷地の配置を変更する場合についても、電気工作物及びガス工作物からは、それ

ぞれ、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成９年通商産業省令第52号)及び「ガス工作物

の技術上の基準を定める省令」(平成12年通商産業省令第111号)に規定する一定の離隔距離を保たねば

ならないという保安上の観点から、一般電気事業者及び一般ガス事業者に対して協議することを開発

業者に指導すること。
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(４) 設計の変更のうち、施行規則第28条の４第１号に掲げる軽微な変更に該当するもの以外のものが頻繁

に行われる場合については、個々の変更については、事前協議の活用等により逐一許可に係らしめずに、

一括して処理すること等により必要に応じて事務処理の合理化を図るよう努めること。

(５) 変更の許可の申請等の手続

① 変更の許可の申請書及び変更の届出書の様式については、一例として別記様式第３を参考とされた

い。

② 変更の許可の申請書の記載は、変更に係らない事項は記載を求めないこととし、記載に当たっては

変更の前後の内容が対照となるようにすること。

③ 変更の許可の申請書の添付図書は、当初の開発許可の申請書の添付図書のうち、その内容が変更さ

れるもののみを添付させること。

(６) 他の機関との調整

① 大規模な変更(40ha以上の開発区域の位置の変更又は開発区域の面積が40ha以上増減し、かつ、開発

許可権者が6,000人以上の人口の増減をもたらすものと認める変更(新たな開発許可をとる必要がある

ものを除く。))である場合は、あらかじめ十分な時間的余裕をもって運輸担当部局と連絡調整するこ

と。

② 開発許可権者が鉄道施設等の輸送施設の配置上の観点から問題があると認める場合(開発区域の面

積の増減が40haに満たないものであっても、住宅団地、超高層ビル等で敷地の規模、周囲の状況から

みて同等以上の人口増減をもたらすと認める場合)は、運輸担当部局と連絡調整すること。

③ 開発行為の変更の許可と農地法に基づく農地転用許可については、Ⅱ－４(農地転用許可との調整)

に準じて、農地転用許可権者と十分な連絡調整を行うこと。

④ 法第35条の２第１項の規定による変更の許可に際しては、都道府県の開発許可担当部局は、林務担

当部局とあらかじめ十分な連絡調整を行うこと。

⑤ 開発許可を受けた者が、法第35条の２第３項の規定により軽微な変更をした旨を都道府県知事に届

け出た場合には、遅滞なく、届出があった旨及び当該届出の内容を、当該開発許可に係る調整を行っ

た農地転用許可権者及び都道府県の林務担当部局に連絡すること。

Ⅰ－10 法第36条関係(工事完了検査手続の迅速化)

法第36条第３項の規定によれば、都道府県知事は同条第２項の規定に基づく検査済証の交付を行ってから、

遅滞なく工事完了公告をしなければならないとされているが、公共施設管理者が行う道路、公園等の公共施

設の帰属手続が、検査済証交付後でなければ開始しない取扱いがなされている場合があり、結果として工事

完了公告までの期間が長期化し実質的に完成している宅地の分譲が開始できない事例も見受けられる。

これについては、公共施設管理者との連絡調整を緊密にしつつ、工事完了検査手続と公共施設の帰属手続

を並行的に進めることにより、工事完了手続全般の一層の迅速化を図ることが望ましい。

Ⅰ－11 法第39条、第40条関係(公共施設の管理・帰属)

Ⅰ－11－１ 開発許可を受けた開発行為等により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地

の管理及び帰属

開発許可を受けた開発行為等により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地(以下「公共施

設等」という。)の管理及び帰属については、各公共施設ごとの用途に従った有効かつ適切な維持管理がなさ

れる必要があり、このためにはこれにふさわしい能力及び責任を有する者に管理させる必要があるとの観点
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から、法第39条及び第40条の規定において公共施設等の管理及び帰属に関する一般的ルールを定め、原則と

して公共施設等が存する市町村が管理し、及び当該市町村に帰属することとしている。しかしながら、一部

の市町村にあっては管理体制の不備、財政事情等の理由から当該公共施設の管理を開発者に行わせ、又は当

該公共施設の用に供する土地の帰属を受けない事例も見受けられ、当該公共施設の用に供する土地が第三者

へ転売された場合等においてその帰属手続の遅れに起因する係争の発生が、当該市町村及び地域住民の双方

にとって大きな問題となった事例も見られる。

従って、公共施設等の管理及び帰属に関しては、次の事項に留意して法の趣旨を踏まえた確実な管理及び

帰属が行われることが望ましい。

(１) 法第32条の協議においては、帰属を受ける公共施設等の範囲、帰属の時期、方法、手続等について開

発者との間に協議内容を明確にした協定書を締結する等法律関係の明確化を図ること。

開発許可権者においても設置される公共施設に関する設計等の審査に際し、管理及び帰属の面からも当

該公共施設が適正に機能するよう、法第32条の協議において、公共施設等の管理及び帰属に関する法律

関係が十分に明確になっていることを確認すること。

なお、法第33条第１項第14号の開発区域内の関係権利者の同意は開発行為等を行うこと自体に関する

同意に留まり、原則として設置される公共施設の管理者に対する土地の所有権等の移転についての同意

まで含むものではないので、開発区域のうち当該公共施設の用に供される土地を開発者以外の者が所有

している場合等には当該開発行為に関する工事の完了までに開発者において当該土地の所有権を取得す

るよう強力に指導する等確実な管理及び帰属が行われるための必要な措置を講ずること。

(２) 公共施設等(他の法律に基づく管理者が別にあるものを除く。)については、法第39条及び第40条の趣

旨に従い極力法第36条第３項の工事完了公告の翌日に当該公共施設の存する市町村においてこれを引き

継ぐものとし、特にやむを得ない事情により開発者にその管理を委ねざるを得ない場合にあっても当該

公共施設の用に供する土地に係る所有権のみは帰属を受け基本的な管理権の所在を明確にしておくこと。

特にやむを得ない事情により当該公共施設の全部又は一部の管理を開発者に行わせる場合には、当該

公共施設の用に供する土地の所有権の移転の登記を行い帰属を受けた後に別途期間を定めて当該公共施

設に関する管理委託契約を締結する等の措置を講ずること。

なお、法第40条の規定は当該公共施設の用に供する土地の帰属に関する一般的ルールを定めたものに

過ぎず、当該規定が登記原因とはなり得ても当該土地について第三取得者が生じた場合等においては当

該規定のみをもって所有権の帰属を主張できず、民事法上の取扱いにより原則として登記の欠缺を主張

できないので、この旨十分留意すること。

例えば、市道認定基準に該当しない道路等いわゆる公物管理法による管理になじまない公共施設につ

いても、当該公共施設の用に供する土地の帰属のみは受け、所有権に基づく管理権を明確にし、後日の

係争の防止に努めること。なお、帰属関係をあいまいにしたまま開発者に管理を行わせ、加えて当該土

地に対して固定資産税を課す等の事例も見受けられるが、この場合には民事上のいわゆる禁反言によっ

て所有権自体の主張もなし得ないことも懸念されるので、かかる取扱いのないよう留意すること。

(３) 当該公共施設の用に供する土地の帰属手続に関しては、当該開発行為に関する工事の完了に際して、

法第36条第２項又は第３項の「遅滞なく」の範囲内において、当該土地の帰属に係る嘱託登記に必要な

登記承諾書、印鑑証明書の書類の提出を行わせる等当該公共施設の管理者となるべき市町村等と密接に

連絡調整を図り、確実な帰属に遺憾のないよう取扱うこと。

開発者側に正当な理由がなく必要な登記承諾書、印鑑証明書等の関係書類の提出がない場合等にあっ

ては、一時工事完了検査の実施等を留保し、帰属手続の促進を図っても差し支えないと考えられること。

また、当該公共施設の用に供する土地を確実に帰属させるため開発者において講ずべき措置について

は、開発許可の際の条件としても差し支えないと考えられること。

(４) 定期借地権を活用した開発行為等により設置された道路の取扱い基準案道路等に関しては市町村への
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移管を原則とする地方公共団体が増加しているところであるが、一方において、地方公共団体が私道の

取扱いに習熟してきたこととともに、平成４年に施行された借地借家法第22条の定期借地権を活用した

開発が行われる等開発手法が多様化しているところである。これらの状況を踏まえ、(１)～(３)の趣旨

を踏まえつつも、定期借地権を活用した開発行為等であって当該道路が将来廃止される見込みが高いた

め私道として取扱うことが合理的である等の理由が存するもので、かつ、交通及び宅地サービスの機能

が確保されるとともに適切かつ円滑な維持管理が可能な道路については、市町村が移管を受けず私道と

することもやむを得ないものとして許容することが望ましい。また、併せて、私道として取扱うことが

可能な道路に係る基準案については次を参考として、行政手続法の趣旨にのっとり、具体的な基準を作

成することが望ましい。

(私道として取扱うことが可能な道路に係る基準案)

開発許可を受けた開発行為により設置される当該道路が、現在及び予見可能な将来において、次に掲

げる基準案に適合している場合には私道として取扱うことが可能であること。

一 定期借地権を活用した開発行為等であって当該道路が将来廃止される見込みが高いため、当該道路

を私道として取扱うことが合理的である等の理由が存する場合で、かつ、開発許可申請者から私道と

して取扱うよう要望されていること。

二 当該道路が、ハンプの設置やＰ型、Ｕ型道路等、沿道宅地へのサービス以外の目的の通過交通が生

じない形状・形態のものであって、開発区域外の者の利用に供される可能性の少ないものであること。

三 当該道路に設置される排水施設・水道等が、将来私道の廃止に伴って廃止された場合においても周

辺の宅地等に影響を与えない設計となっていること。

四 開発区域の周辺に適切な規模の道路が設置されること等により、当該道路に交通が流入せず、開発

区域の周辺において円滑な交通が図られていること。

五 当該道路の沿道地域が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域にあるか、又は、

第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域以外であっても、地区計画若しくは建築協

定等により、第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域と同様の規制が行われている

低層住宅地であること。

六 私道に接する住宅は多くても20戸程度とするとともに、道路延長は概ね150ｍ以内とすること。

七 大量の雪の除却が必要でない等維持管理が低廉かつ適切になされると想定される道路であること。

八 法第33条の道路に係る技術基準に適合していること。また、道路に係る土地に地上権、質権、賃借

権等が存しないこと等により、私道となる土地の円滑な維持管理に支障が生じるおそれがないこと。

Ⅰ－11－２ 公共施設の用に供する土地の帰属に係る不動産登記嘱託書の様式等

法第29条の許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地

及び従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合における新旧公共施設の用に供する土地の帰

属に関する法第40条の規定により、不動産登記の嘱託を申請する際の登記嘱託書の様式等について、法務省

と協議の上別添１のとおり定められているので、次の事項に留意の上適正な事務の執行を図ることが望まし

い。

(１) 法第36条第３項の公告の日の翌日前における土地の表示の登記(別記様式第４)

① この様式は、従前の公共施設の用に供していた土地で表示の登記がなされていない国土交通省所管

の公共用財産又は地方公共団体所有の公共用に供する財産について、当該土地に係る開発許可がなさ

れた後、法第36条第３項の公告の日の翌日前までに、国土交通省又は各地方公共団体名義で当該土地

の表示の登記を嘱託するために使用するものである。

② 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、所有者は当該地方公共団体
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と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。

③ 別記様式第４中の別紙１の「登記原因及びその日付」欄は、これが不明の場合には「不詳」と記載

するものとする。

(２) 法第36条第３項の公告の日の翌日前における土地の所有権保存の登記(別記様式第５)

① この様式は、別記様式第４により土地の表示の登記手続を完了した土地について、法第36条第３項

の公告の日の翌日前までに、国土交通省又は各地方公共団体名義で当該土地の所有権保存の登記を嘱

託するために使用するものである。

② 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、所有者は、当該地方公共団

体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。

(３) 従前の公共施設の用に供していた土地の帰属による所有権移転の登記(別記様式第６)

① この様式は、法第40第１項の規定により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置された場

合に、従前の公共施設の用に供していた土地で国土交通省が所管していた公共用財産又は地方公共団

体が所有していた公共用に供する財産が開発許可を受けた者に帰属することに伴い、その土地につい

て、当該者に対し、所有権移転の登記を嘱託するために使用するものである。

② 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、義務者は当該地方公共団体

と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。

③ 登記原因の日付は、法第36条第３項の公告の日の翌日を記載するものとする。

(４) 従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属による所有権移転の登記

(別記様式第７)

① この様式は、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置された場合、法第40条第１項の規定に

より、従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地が国又は地方公共団体に

帰属することに伴い、その土地について、国又は当該地方公共団体に対し、所有権移転の登記を嘱託

するために使用するものである。

② 従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地が地方公共団体に帰属するこ

ととなる場合には、権利者は当該地方公共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するも

のとする。

③ 登記原因の日付は、法第36条第３項の公告の日の翌日を記載するものとする。

④ 地目は、法第40条第１項の規定により当該土地の所有権が国又は地方公共団体に帰属することとな

る法第36条第３項の公告の日の翌日前に登記されている地目を記載するものとする。従って、所有権

移転の登記の嘱託を完了したときは、速やかに当該土地の地目の変更の登記を嘱託することが望まし

い。

(５) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属による所有権移転の登記(別記様式第８)

① この様式は、新たに設置された公共施設の用に供する土地が法第40条第２項の規定により、地方公

共団体に帰属することに伴い、その土地について、当該地方公共団体に対し、所有権移転の登記を嘱

託するために使用するものである。

② 登記原因の日付は、法第36条第３項の公告の日の翌日を記載するものとする。

(６) 従前の公共施設の用に供していた土地が未登記のまま法第40条第１項の規定により開発許可を受けた

者に帰属した後に、はじめて、その者が表示の登記等を申請する場合(不動産登記法第80条第１項の規定

による申請等)について従前の公共施設の用に供していた土地が法第40条第１項の規定により開発許可

を受けた者に帰属する場合において、その帰属後、不動産登記法第80条第１項の規定により当該者が直

接表示の登記及び所有権保存の登記を申請することもできる。この場合における同法同条第２項に規定

する所有権を証する書面としては、公共施設の管理者等に関する書類(施行規則第16条第２項に規定する

設計説明書)及び開発行為に関する工事の完了公告を証する書面又は公共施設に関する工事の完了公告
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を証する書面を添付すれば足りる。

(７) 以上の手続により登記をする場合においては、認定外道路(いわゆる里道)、水路等国土交通省所管の

公共用財産及び地方公共用財産及び地方公共団体所有の公共用に供する財産で、道路法、河川法等の特

別法の適用又は準用を受けないものについては、用途廃止の手続を行う必要はない。

(８) 以上の手続を図示すると別図のとおりである。

Ⅰ－12 法第41条関係

(１) 第１項の制限の定め方

本条は、市街化調整区域においては、原則として用途地域が定められないこととされているので、都

市計画上必要がある場合に、少なくとも用途地域(用途地域を前提として定められる地域地区を含む。以

下同じ。)設定に伴う建築物の敷地、構造及び設備に関する制限(用途自体に関する制限を除く。以下同

じ。)に代えて、直接これらの制限を行い得ることとした規定であるので、開発行為が行われる区域につ

いて、必要と認められる用途地域を想定し、当該用途地域に係る制限に準ずる建築物の敷地、構造及び

設備に関する制限を定めることが望ましい。

(２) 第２項ただし書の許可

第２項ただし書の許可の運用については、建築基準法第53条(建ぺい率)、第55条(第一種低層住居専用

地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)、第56条(建築物の各部分の高さ)等に

規定する制限の例外の運用に準ずる取扱いを基準として行うことが望ましい。

Ⅰ－13 法第42条関係

本条第１項ただし書の許可又は第２項の協議は、次のいずれかに該当する場合を基準として行うことが望

ましい。

① 許可申請に係る建築物が法第29条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物又は法第34条の２第１

項の規定により建築される建築物である場合

② 当該申請が法第43条第１項第１号から第３号まで又は第５号に該当する場合

③ 許可申請に係る建築物が法第34条第１号から第12号までに規定する建築物でその用途と法第33条第１項

第２号、第３号及び第４号に規定する基準とを勘案して支障がないと認められ、かつ、当該区域に法第41

条第１項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合は、許可申請に係る建築物の用途がこれに適合

するか又は建築基準法第48条(用途地域)の規定に準じて例外許可ができると認められるものである場合

なお、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄

道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人空港周辺整備機構については、本条第２項の国とみなされ

て、都道府県知事との協議が成立することをもって、本条第１項の許可があったものとみなされる。

Ⅰ－14 法第43条関係

(１) 市街化調整区域における本条第１項の許可の基準は、第２項の規定に基づき令第36条において定めて

いる。このうち、同条第１項第３号の運用については、法第34条の運用と同様に取扱うことが望ましい

が、法第34条第12号の条例とそれに対応する令第36条第１項第３号ハの条例の関係については、必ずし

も同じ条例を定める必要はないと考えられる。なお、同号ニに関し、市街化調整区域が設定され又は拡

張された際、自己の居住又は業務の用に供する建築物を建築する目的で、既に宅地として造成された土

地(すなわち建築物の建築に際して開発行為を必要としない土地)又は既に宅地として造成された土地の



６ 開発許可制度運用指針

6-39

利用に関する所有権以外の権利を有している者は、当該目的に従って建築物を建築するため法第43条の

許可を得るためには、法第29条第１項の開発許可を得るための法第34条第13号の届出と同様に、当該市

街化調整区域が設定又は拡張された日から起算して６月以内に、施行規則第28条に定める事項を許可権

者に届け出るべきであること。

(２) 居住調整地域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、

① ３戸以上の住宅又は住宅以外で人の居住の用に供する建築物として条例で定めたもの新築

② 建築物を改築し、又はその用途を変更して、３戸以上の住宅とする行為

③ 建築物を改築し、又はその用途を変更して、住宅以外で人の居住の用に供する建築物として条例で

定めたものとする行為

については特定建築等行為として、本条第１項の許可を受けなければならないこととなる。なお、この

場合に、特定建築等行為として許可制の対象となるのは、一団の土地の区域において、同一時期に、同

一事業者が住宅販売事業を行う場合のように、事業として一体的に特定建築等行為を行おうとする場合

等である。

また、許可基準としては、都市再生法施行令による読替後の令第36条に掲げる基準が適用されること

となる。特に、市街化調整区域における場合と同様に、令第36条第１項第３号の運用については、居住

調整地域における法第34条の運用と同様に取り扱うことが望ましい。ただし、法第34条第12号の条例と

それに対応する令第36条第１項第３号ハの条例の関係については、必ずしも同じ条例を定める必要はな

いと考えられる。なお、同号ニに関しても、居住調整地域が設定され又は拡張された際、自己の居住の

用に供する住宅等を新築する、又は建築物を改築して自己の居住の用に供する住宅等とする目的で、既

に宅地として造成された土地又は既に宅地として造成された土地の利用に関する所有権以外の権利を有

している者については、市街化調整区域における場合と同様に取り扱うことが望ましい。

また、居住調整地域における特定建築等行為に係る許可基準や基準に係る条例について、必ずしも市

街化調整区域と同等の許可基準や条例とする必要はないと考えられるが、居住調整地域に関する都市計

画の決定を契機として市街化調整区域における開発行為に係る基準や条例を見直すこととするか、市街

化調整区域における建築行為等に係る許可基準や条例と居住調整地域における特定建築等行為に係る許

可基準や条例とで差異が生じることを許容するかは、市町村が適切に判断するべきである。

(３) なお、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人空

港周辺整備機構、地方住宅供給公社(都道府県等が設立したものに限る。)及び日本下水道事業団につい

ては、本条第３項に規定する国又は都道府県等とみなされて、都道府県知事との協議が成立することを

もって、本条第１項の許可を受けたものとみなされる。本条に基づく協議については、開発許可制度の

趣旨を踏まえ、政令第36条の基準にかんがみて行うことが望ましい。

Ⅰ－15 法第45条関係

自己業務用の開発行為で１ha以上のものについては、申請者の資力・信用に関する基準が適用されるが、

法第45条に基づく開発許可に基づく地位の承継の承認に当たっても、同基準の適合性の審査を行うことが望

ましい。

Ⅰ－16 法第46条・第47条関係

開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、当該開発行為の利害関係人、善意の第三者等の権利利益の保護、

開発行為と建築基準法による建築主事の確認との連携等の目的を果たすため、調製されるものであるので、

登録簿の調製、閲覧その他の事務の執行は、次に掲げる事項に留意して行うことが望ましい。
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(１) 登録簿の保存期間は、当該開発許可に係る土地の全部について、開発行為の廃止があった場合又は新

たな開発許可をした場合を除き、原則として永久であること。

(２) 施行規則第36条第１項に規定する調書の様式については、一例として別記様式第９を参考とされたい

こと。

(３) 開発規制に関する情報の開示や違反行為の防止のより一層の充実を図るため、開発登録簿に、法第41

条第２項ただし書若しくは第42条第１項ただし書の規定による許可があったとき、又は同条第２項の協

議が成立したときに、その旨を付記することが望ましい。その方法については、各許可権者において適

宜その方法を定めることが望ましいが、方法の一例として、別記様式９の備考欄を活用すること等が考

えられること。

Ⅰ－17 法第79条関係

法第29条の許可には、特に必要がないと認める場合を除き、法第79条の規定により、少なくとも、工事施

行中の防災措置、開発行為の適正な施行を確保するため必要な条件並びに当該開発行為を廃止する場合に工

事によって損なわれた公共施設の機能を回復し、及び工事によって生ずる災害を防止するため必要な条件を

具体的に明記して付すことが望ましい。

なお、開発行為の着手の時期、完了の時期その他の都市計画上必要な条件についても、必要に応じて付す

ことが望ましい。

Ⅰ－18 法第81条関係

(１) 違反物件を譲り受けた者等に対する監督処分の適用

法第81条第１項第１号は、違反物件であることを知りながらこれを譲り受け、又は使用権を取得した

者に対しても使用禁止等の監督処分を行い得るものであり、違反した物件を第三者に譲渡して監督処分

を逃れるなど都市計画上必要な行為制限の実効性が著しく損なわれている事態を防止することにある。

(２) 監督処分の公示制度

法第81条第３項は、監督処分が課されている物件について、事情を知らずに取引関係に入った第三者

が不測の損害をこうむることを防止するため、監督処分に係る公示制度を定めたものである。

(３) 法第81条に基づく監督処分に係る事務の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望まし

い。

① 違反物件を譲り受けた者等に対する監督処分の適用

法第81条第３項の規定による公示の後に、違反物件を譲り受け、又は使用権を取得した者については、

通常、「違反の事実を知って」いたと推定されるものと考えられること。

② 監督処分の公示制度

イ 法第81条第３項に規定する標識の様式については、各許可権者において適宜その様式を定められ

たいが、様式の一例として別記様式第10を参考とされたい。

ロ 標識の設置場所については、違反物件の敷地内に限らず、見やすい場所を選定することが望まし

い。

ハ 法第81第４項により、違反物件の敷地の所有者等は標識の設置を受忍すべきこととされているが、

受忍義務に違反した場合については、別途、法第81条第１項により監督処分が課されることがあり

得るほか、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)、公務執行妨害罪(刑法第95条)に該当するものと考えら

れる。
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ニ 監督処分の公示制度の趣旨を全うする観点から、その他、開発登録簿に監督処分をした旨及びそ

の内容を付記することも有効であると考えられるので、その具体的な措置についても併せて検討す

ることが望ましい。

(４) 違反に対する措置(開発許可制度に対する水道事業者等の協力)

開発許可制度が区域区分に関する都市計画を実効あらしめるための手段であり、その成否にかかわる

ものであることに鑑み、市街化調整区域における法第29条第１項の規定に違反して開発された土地又は

その土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾に関し、次の事

項に留意の上水道事業者、電気事業者又はガス事業者(以下「水道事業者等」という。)の協力を得るこ

とが望ましい。

① 区域区分に関する都市計画が決定され、又は変更されたときは、遅滞なく、水道事業者等に対し区

域区分に関する都市計画の図面その他の関係図書を送付すること。

② 水道事業者等と定期的連絡の確保等常に密接な連携をとり法第29条第１項の規定に違反する開発行

為の発見に万全を期すること。

③ 市街化調整区域における法第29条第１項の規定に違反して開発された土地又はその土地にある建築

物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾を保留するよう水道事業者等に対

して要請する場合は、当該要請に法第81条の規定による命令書の写し又は告発状の写しを添付するこ

と。なお、法第81条の規定による命令書の写し又は告発状の写しを水道事業者等に示す時期は、当該

要請時はもちろん、当該要請と水道事業者等の水道等の供給の申込みの承諾までの間でも差し支えな

い。

④ 水道事業者等に対して市街化調整区域における法第29条第１項の規定に違反して開発された土地又

はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾を保留する

よう要請している旨の公表は、当該土地又はその土地にある建築物その他の工作物の見やすい箇所に

掲示紙又は掲示板をもって掲示すること及び県の公報等に登載することにより行うこと。この場合に

おいて、掲示紙又は掲示板の様式は別記様式第11のとおりとし、当該土地又はその土地にある建築物

その他の工作物の規模等に応じ掲示する場所、掲示数及び掲示紙又は掲示板の寸法を定めること。

⑤ 法第81条の規定による命令を行った場合において、万一当該命令が履行されなかったときは、遅滞

なく、代執行の措置をとる等当該命令に基づく処分を厳正に執行すること。

(５) 法第81条第１項の規定による処分等と森林法第10条の３の規定による処分等にあたっては相互に十分

連絡調整をとって行うことが望ましい。

Ⅱ．行政手続法との関係

行政手続法を踏まえた事務執行に関する一般的留意事項については、「行政手続法の施行に当たって」(平

成６年９月13日付け総務庁事務次官通知)及び「行政手続法第六章に定める意見公募手続等の運用について」

(平成18年３月20日付け総務省行政管理局長通知)のとおりであるが、特に開発許可等に関する事務の執行に

当たっては、以下に留意の上、手続の透明化の徹底等を図ることが望ましい。

(１) 申請に対する処分

開発許可等に関する事務のうち、申請に対する処分については、審査基準の設定等及び標準処理期間

の設定等を行うよう必要な措置を講ずるとともに、処分を行うに当たっては、申請に対する審査・応答、

拒否処分に伴う理由の提示、情報の提供等行政手続法第２章の規定にのっとり、適切な運用を図ること。

なお、標準処理期間については、事務の迅速な処理が図られるよう、適切に設定すること。

① 申請に対する処分

申請に対する処分については、行政手続法第２章の規定が適用されることとなるが、以下のものは、
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これに該当する処分と解されること。

法第29条第１項又は第２項に基づく許可

法第35条の２第１項に基づく許可

法第37条第１号に基づく認定

法第41条第２項ただし書に基づく許可

法第42条第１項ただし書に基づく許可

法第43条第１項各号列記以外の部分に基づく許可

法第45条に基づく承認

なお、以下に掲げる行政行為は、行政手続法に規定する申請に対する処分に該当するものではない

が、行政手続法の立法の趣旨を踏まえ、適切な運用に努めること。

法第36条第２項に基づく検査済証の交付

60条証明書の交付

② 審査基準の策定等

行政手続法第５条は、審査基準の策定等について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いに

ついては、以下の点に留意すること。

イ 審査基準（提案基準を含む。）については、①に掲げるそれぞれの処分ごとに、過去における審

査実績等も踏まえ、開発等の目的･規模･位置、周辺の土地利用状況、申請者の属性等により、可能

な限り具体的なものとすること。

また、開発審査会において、あらかじめ一定のものについて開発審査会における議を経たものと

し、具体の申請に係る処理については事後の報告で足りるものとする等の基準(いわゆる包括承認基

準)を定めている場合においても、当該申請に関する許可、不許可の判断に係る基準については、併

せて明らかにすることが望ましいこと。

ロ 審査基準を公にすることについては、少なくとも、審査基準を収録する法令通知集等を事務所に

備え置き、かつ、申請者等の求めに応じてこれを提示することにより行うこと。

ハ 処分権者が都道府県知事の場合に、都道府県の条例等により、申請について市町村を経由するも

のとしている場合においては、当該経由機関においてもロと同様の措置を講じることが望ましいこ

と。

③ 標準処理期間の設定等

行政手続法第６条は、標準処理期間の設定等について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱

いについては、以下の点に留意すること。

イ 法第29条の開発許可に関する事務についての標準処理期間の設定については、許可申請受付から

許可処分までの期間については、開発審査会の議を経る必要がある場合を除き、原則として１か月

以内とすることが事務の迅速な処理の観点から適切であることを踏まえ、適切な標準処理期間の設

定を行うこと。また、この他の処分についても、既に設定された開発許可に関する事務についての

標準処理期間を参考として適切な標準処理期間の設定を行うこと。この場合、それぞれの処分につ

いて一律の標準処理期間を定めることが困難な場合は、例えば、開発区域の規模に応じた期間を定

めることも可能であること。

ロ 標準処理期間は、あくまで標準的な処理期間であり、申請に対する処分が当該期間を徒過したこ

とをもって、直ちに不作為の違法となるものではないので、この旨を十分了知の上、いたずらに長

期の標準処理期間を設定することなく、適切な標準処理期間を設定すること。

ハ 処分権者が都道府県知事の場合に、都道府県の条例等により、申請について市町村を経由するも

のとしている場合においては、当該経由機関における経由事務に係る標準処理期間を定めるよう努

めること。
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④ 申請に対する審査、応答

行政手続法第７条は、申請に対する審査、応答について定めているが、同条に基づく所管事務の取

扱いについては、以下の点に留意すること。

大規模開発に係る開発許可等他の行政分野と特別な連絡・調整を必要とする処分等について、事務

の合理化を図る観点から事前審査等が必要であると認められる場合においては、事前審査等の必要性

について申請者に対し十分説明することにより、その理解と協力を得られるよう努めること。この場

合において、標準処理期間を事前審査等を前提として設定している場合においては、その旨申請者に

対して説明する等、混乱を避けるため必要な措置を講ずるよう努めること。

⑤ 理由の提示

開発許可及び開発許可の変更の許可について不許可処分をする場合における理由の提示については、

行政手続法第８条の規定が一元的に適用されるものであること。

⑥ 情報の提供

行政手続法第９条は、情報の提供について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いについて

は、以下の点に留意すること。

提供すべき情報である「審査の進行状況」とは、時間的、物理的意味において、当該申請がどのよ

うな処理の段階にあるかについての情報のことであること。また、「処分の時期の見通し」とは、時

間的な観点からの情報であり、申請の適否に係る見通しは含まれないものであること。

なお、「処理の時期の見通し」については、真に処分の時期の見通しを明示できない合理的な事情

が存在する場合には、審査中である旨及び処分の時期の見通しを明示できない事情を示せば足りるも

のであること。

⑦ 公聴会の開催等

行政手続法第10条は、公聴会の開催等について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いにつ

いては、以下の点に留意すること。

開発許可等に係る申請に対する処分は、「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令にお

いて許認可等の要件とされているもの」には該当しない処分であり、本条の適用はないものであるこ

と。

なお、周辺住民等と開発事業者との調整については、必要に応じ、開発事業者等と周辺住民等との

間で十分に協議・調整を行う等事業者に対して適切な対応を求めることは格別、周辺住民等の同意書

の提出を求めることは行き過ぎであること。

⑧ 複数の行政庁が関与する処分

行政手続法第11条は、複数の行政庁が関与する処分について定めているが、同条に基づく所管事務

の取扱いについては、以下の点に留意すること。

一の開発事業等が複数の申請に対する処分を要する案件の場合には、担当部局において、それぞれ

の所管法令に基づき許可、不許可等を判断することとなるが、本条は審査等が担当部局間の無責任な

もたれ合い等により、合理的な理由なく遅延させることがないようにとの趣旨であり、例えば農地転

用許可との調整に関して、農政部局との間で必要な連絡・調整を了した後に許認可等を同時に行うこ

ととすることを排除する趣旨ではないため、従来からの適正な連絡・調整に努めること。

また、他法令による許可等が併せて必要な開発事業については、かねてから指導しているとおり、

横断的調整組織の設置・活用等による事務の迅速化を図ること。

(２) 不利益処分

開発許可等に関する事務のうち、不利益処分については、処分の基準の設定等を行うよう努めるとともに、

処分を行うに当たっては、適切な手続を確保する等行政手続法第３章の規定にのっとり、適切な運用を図る

こと。
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① 不利益処分

不利益処分については、行政手続法第３章の規定が適用されることとなるが、これに該当する処分

は、以下のとおりである。

法第81条第１項に基づく監督処分

② 処分の基準

行政手続法第12条は、不利益処分の基準の策定等について定めているが、同条に基づく所管事務の

取扱いについては、以下の点に留意すること。

不利益処分は、個別事案に応じ、処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人の状況等を勘

案した上で、処分の必要性、内容、程度等について総合的･裁量的に判断することが必要となるもので

あり、また、あらかじめ処分の基準を明確化することが違法行為を助長するおそれもあるため、あら

かじめ具体的な基準を画一的に定めることは困難又は不適切である場合もあると考えられるが、本条

の立法趣旨に鑑み、可能な限りその具体化に努めること。

この場合、少なくとも、法令違反、許可条件違反等処分の原因として想定される事実について、例

示等により明確化するとともに、許可等の取消し・変更、建築物等の移転命令・使用禁止命令・除却

命令、原状回復命令等処分権者がとることが予定される監督処分を例示等により明確化することが望

ましいこと。

③ 不利益処分をしようとする場合の手続

行政手続法第13条は、不利益処分をしようとする場合の手続について定めているが、同条に基づく

所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。

イ 法第81条第１項の規定により監督処分を行おうとする場合の聴聞の実施については行政手続法第

13条の規定が一元的に適用されるものであること。

従って、今後は、以下の不利益処分をしようとする場合には、それぞれ以下に掲げる手続をとら

なければならないこととされ、かつ、それぞれの手続について、具体的な内容が法定されたもので

あること。

許可等の取消し及び処分権者が聴聞を行うのが相当と認める処分 聴聞

その他の監督処分等弁明の機会の付与

ロ 行政手続法第13条第２項第３号に規定する手続の適用除外については、開発許可の許可において、

法令において数値等により客観的に定められている基準に適合していることをもって許可されたに

もかかわらず、工事完了検査等により、許可の内容に適合していないと確認された場合に許可内容

への適合を命ずる不利益処分を行う場合に該当するものであること。

(３) 行政指導

開発許可等に関する事務のうち、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政手続法第４章

の規定の適用はないこととされているが、行政手続法第４章の規定の趣旨にのっとり、行政運営におけ

る公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずること。

なお、宅地開発等指導要綱及びこれに基づく行政指導については、その行き過ぎの是正の徹底につい

て通知してきたところであるが、行政手続法の趣旨を十分理解した上で、一層の適切な見直しを図るこ

と。

行政指導を行う場合の手続について、行政手続法第46条の規定に基づき必要な措置を講ずる際には、

以下の事項に留意すること。

① 宅地開発事業等に対する行政指導については、その内容につき行き過ぎたものとならないよう留意

するとともに、以下の点に留意した上で適切な手続の運用を図ること。

イ 行政指導は、任意の協力によってのみ実現されるものであること。
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ロ 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをすることのないこと。従

って、行政指導に従わない場合における進達拒否、水道等の供給についての協力拒否等の制裁措置

を指導要綱等において定めている場合は、適切な見直しを行うこと。

ハ 申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続するこ

と等により当該申請者の権利の行使を妨げることのないこと。

ニ 相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないこと。

ホ 行政指導に共通して内容となるべき事項をあらかじめ定め、かつ、原則としてこれを公表するこ

と。従って、あらかじめ定められていない事項、内容等にわたる行政指導は適切でないこと。

また、行政指導の内容等について別途協議により決定することとする等指導要綱等の規定によっ

ては、行政指導の内容等が不明であるような定め方は不適切であること。

② 行政手続法第36条に規定する公表とは、「公にしておかなければならない」との規定と異なり、世

間一般に対して積極的に周知することを意味するものであること。

(４) 届出

開発許可等に関する事務のうち、届出については、行政手続法第５章の規定にのっとり、適切な運用

を図ること。

届出については、行政手続法第５章の規定が適用されることとなるが、これに該当するものは以下の

とおりであること。

法第34条第13号に基づく届出

法第35条の２第３項に基づく届出

法第36条第１項に基づく届出

法第38条に基づく届出

(５) 意見公募手続

行政手続法第46条により、地方公共団体が規則、審査基準、処分基準又は行政指導指針(以下「規則等」

という。)を定める行為に関する手続については、同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の

確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めることとされていることから、規則等の制定

については、同法第６章に定める意見公募手続にのっとり、適切な運用を図ること。

(参考)都市計画運用指針(第７版)【抜粋】

Ⅳ－３ 開発許可制度について

Ⅳ－３－１ 総論

１．開発許可制度の意義

開発許可制度は、一定の開発行為について許可を要することとして、当該開発行為が行われる区域の性質

に応じた許可基準に該当しない開発行為を制限するものである。具体的には、公共施設等の整備や防災上の

措置を講ずることを義務付けるなど良好な宅地水準を確保すること、都市計画などに定められた土地の利用

目的に沿って開発行為が行われることにより立地の適正性の確保を図ることという二つの役割を有しており、

この二つの役割を果たすため、開発許可制度における許可基準としては、公共施設の整備や防災上の措置

が講じられているか等を判断する技術基準と立地の適正性を判断する立地基準が用意されているところであ
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る。

許可を要することとされた開発行為については、あらゆる区域において技術基準への適合性が審査される

こととなる一方で、立地基準への適合性は、特に開発行為の立地の適正性を確保する必要性が高いと考えら

れる市街化調整区域及び居住調整地域においてのみ審査されることとなる。なお、市街化調整区域において

は、原則としてあらゆる開発行為について、立地基準への適合性が審査されるが、居住調整地域においては、

その予定建築物の用途が一定規模以上の住宅等である開発行為についてのみ、立地基準への適合性が審査

される。このように、市街化調整区域と居住調整地域について立地基準への適合性の審査対象となる開発行

為が異なるのは、市街化調整区域では、無秩序な市街化を抑制するため、あらゆる開発行為について立地基

準による規制が用いられているのに対して、居住調整地域では、都市において生活サービス施設を維持して、

今後も都市の生活を支える機能を維持できるようにするため、居住誘導区域に居住を誘導するという取組を

促進するという目的から、開発行為の予定建築物の用途が住宅等である場合についてのみ立地基準による規

制が用いられているためである。

現在の都市においては、既成市街地で空家や空地が発生する一方、中心市街地に比して地価が低廉な土地

で小規模な住宅開発が行われており、また、将来的にインフラや公共公益施設等の維持・更新に係るコスト

の増大が懸念されることから、開発許可制度の重要性が高まってきている。さらに、人口減少・高齢化及び

財政制約等に対応したコンパクトシティを形成する手段として、開発許可制度については厳格な運用が望ま

れているところである。

こうした中で、開発許可制度は、市町村マスタープラン、都市計画区域マスタープランや立地適正化計画

など、まちづくりの将来像を示すマスタープランの内容を実現する手段の一つとして機能する必要があり、

その具体的な適用場面において、こうしたマスタープランの内容に沿った運用を行うことが望ましい。

換言すると、まちづくりの将来像を示すマスタープランの実現手段として、地域地区・地区計画等の土地

利用に関する制度、都市施設や市街地開発事業に関する制度及び立地適正化計画に関する制度など都市計画

に関連する諸制度並びに税制・金融・予算上の各種の措置等とあいまって開発許可制度を運用していくこと

が求められているといえる。なお、都市的な土地利用が都市計画区域外においても確認されている状況を踏

まえ、一定の開発行為については都市計画区域の内外にかかわらず許可の対象とされており、都市計画区域

の内外を問わず、適正な都市的土地利用の実現が開発許可制度の役割となっている。

２．良好な宅地水準を確保するための開発許可制度運用の在り方

良好な宅地水準の確保は、具体的には法第33条の技術基準によって担保されるものである。すなわち、一

定の開発行為が行われた場合には、従前とは異なった規模ないし密度における土地利用が行われることから、

これを許可に係らしめることによって、宅地に一定の水準を保たせ、良好な市街地の形成を図るものである。

一方、既成市街地、新市街地、既存集落等開発区域の周辺の状況によって、良好な宅地水準を確保するた

めに道路、公園、緑地等について求められる水準が異なる事情がある場合には、都市計画法施行令で規定さ

れている技術的細目のただし書等の運用や技術的細目の強化又は緩和を行う条例の制定を行うなど、地域の

実情等をよく勘案した運用を行うことが望ましい。特に、コンパクトシティを形成していくこととあわせて、

一定の区域において技術基準の強化や規制規模の引下げを検討することが考えられる。

加えて、開発許可制度に基づき設置された公共施設等は良好な宅地水準の確保の観点から設けられたもの

であり、その期待される機能を発揮するためには、単に整備するのみならず、整備後の維持・管理が適切に

行われる必要がある。そのため、維持・管理や更新等に係る費用の負担等も含めた協定を締結するなど、そ

の適正な管理を実現するための十分な配慮をすることが望ましい。

３．市街化調整区域における開発許可の在り方
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市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ(法第７条第３項)、市街化調整区域において許可し得

る開発行為は法第34条各号において限定されている。また、原則として用途地域の指定は行われず、都市施

設の整備、市街地開発事業の実施も予定されない。なお、こうした性格づけの市街化調整区域の中であって

も、既存の集落等において最低限必要と認められる開発はあることから、法第34条は、保全することが適当

な区域など厳しく許可基準を運用することが求められる区域を除き、地域の実情によっては、市街化を促進

するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為や、地区計

画等を策定した上でこれに適合した開発行為については、個別に許可を行う場合もある。

これは、市街化調整区域においては、優良な農地等、優れた自然環境を有する区域、災害の発生のおそれ

がある区域その他の保全することが適当な区域については開発による新たな市街化を許容すべきでないが、

都市計画区域マスタープラン等を踏まえ、区域によっては、計画的で良好な開発行為、市街化調整区域内の

既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応、既成市街地の空洞化といった事項を勘案し必要性

が認められる開発行為等で、更なる市街化を促進するおそれがないと認められるものについては開発を許可

しても差し支えないという考え方に基づくものである。

したがって、市街化調整区域における開発許可の在り方については、法第34条の趣旨に照らしながら、開

発行為が行われても支障がない区域であるか、予定建築物の用途、目的、規模等が既存コミュニティの維持

や社会経済情勢の変化への対応といった観点から必要性が認められるか、開発予定区域周辺の公共施設の整

備状況、開発行為に係る公共施設等の整備予定などを勘案して適切な開発と認められるか、既成市街地の空

家・空地の増加につながらないか、などについて総合的に勘案すると同時に、開発予定区域を含む都市計画

区域における人口動態等を踏まえ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるという原則にも留意し

て行うべきである。その際、必要に応じ、法の委任に基づく条例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情

等に応じた運用を行うことが必要である。なお、中心市街地の活性化に関する法律に基づき中心市街地の活

性化の取組を行おうとする場合には、当該取組の推進のため、特に市街化調整区域における民間開発をコン

トロールする必要が高く、立地基準への適合性の審査を厳格に行うことが求められる。

４．居住調整地域における開発許可の在り方

居住調整地域は、人口減少・高齢化の進展という社会背景を踏まえ、都市構造を集約化して都市の機能を

維持していくため、立地適正化計画の区域のうち、市街化調整区域以外であって、居住誘導区域外の区域に

おいて定められる、住宅地化を抑制すべき区域である。

そのため、この区域においては、住宅地化を抑制するため、３戸以上の住宅の建築目的の開発行為、住宅

の建築目的の開発行為であってその規模が1,000 ㎡以上のもの及び人の居住の用に供する建築物として条

例で定めたものの建築目的の開発行為等が開発許可制度の適用対象とされ、法第33条の技術基準に加えて、

法第34条の立地基準に適合する場合に許可を受けることができることとされる。

立地基準に関しては、市街化調整区域においては原則としてあらゆる開発行為等が開発許可制度の適用対

象となるのに対して、居住調整地域においては特定開発行為や都市再生法90条に規定する特定建築等行為(以

下、単に「特定建築等行為」という。)のみが開発許可制度の適用対象となるという点が異なっている。なお、

居住調整地域は、同時に市街化区域又は非線引き都市計画区域であるが、特定開発行為であれば、その規模

が令第19条第１項に掲げる規模未満であっても許可の対象となることになる。これは、居住誘導

区域外に、居住調整地域に関する都市計画が定められた場合には、開発許可という、より強力な手法を用い

ることで、立地適正化計画の区域全体における住宅の配置状況等を勘案し、住宅立地を適切にコントロール

することを目指すという趣旨である。なお、居住調整地域はそもそも事業者等による一定規模以上の住宅開

発を抑制するために定めるものであることから、個人が自己居住用の住宅を建築する目的で行う開発行為に
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ついては立地基準に基づく規制対象とはならない。

５．審査基準の明確化等

開発許可の審査は、地域の実情等を勘案してある程度柔軟性のある運用を行うことが望ましいが、その運

用に当たっては開発申請者に必要以上の負担を求めることがないよう十分配慮すべきであり、そのためには

審査基準の明確化を行い開発許可手続の迅速化、簡素化に努めることが必要である。審査基準の明確化は、

開発審査会の審査基準の明確化のみならず、技術基準の運用についての審査基準も明確にする必要があり、

両方の審査基準をあらかじめ公表するなど開発許可制度の公平性、透明性を高める必要がある。

また、開発審査会については、法第34条第14号に基づく審査も含め、地域の実情に応じた弾力的な開発許

可制度の運用のため積極的な役割を果たすことが期待されるところであり、そのために開発審査会の一層の

充実を図ることが望ましい。

６．許可不要の開発行為について

法第29条においては、公益上必要な一定の建築物に係る開発行為等について、許可不要と位置づけられて

いる。これらの開発行為は、市街化区域及び市街化調整区域を問わず公益上必要不可欠な施設であるととも

に、無秩序な市街化等のスプロールの弊害が引き起こされるおそれがないことから許可不要の取扱いとされ

ているところである。

Ⅳ－３－２ 一般的事項

１．住民等に対する規制の趣旨及び内容の周知

開発行為及び建築行為に関する規制の趣旨及び内容については、地域住民等関係者に周知徹底させ、法の

遵守について協力が得られるよう配慮することが望ましい。特に、市街化調整区域及び居住調整地域におけ

る規制や技術基準の運用の内容については、十分な周知措置を講ずることが望ましい。

また、地域住民等関係者からの相談については、窓口の設置等適切に対処することが望ましい。

２．執行体制の整備等

(１) 開発許可に関する事務の効率的かつ効果的な運営を図るため、事務の執行体制の整備に努めるととも

に、関係行政事務担当部局との連絡調整の円滑化を図ることが望ましい。特に、都市計画部局、建築確

認部局、道路・公園・下水道等公共施設管理部局、農林水産部局、運輸担当部局、環境部局、社会福祉

部局、保健医療部局、教育関係部局等開発許可制度と極めて密接な関係を有する部局間においては、大

規模開発に限らず常設的な組織を設けることにより、事務の効率的かつ効果的な運営を図ることが望ま

しい。

(２) 関連行政との調整に関する横断的組織の整備等

① 土地利用調整会議の設置

大規模な開発行為や比較的小規模であっても関係部局が多岐にわたり相互の調整を図る必要がある

開発行為等他の行政分野と特に密接な連絡調整を必要とする開発事案については、当該都道府県等の

部内に関連行政分野を網羅した土地利用調整会議等の横断的調整組織(以下「土地利用調整会議」とい

う。)を設ける等機動的な審査体制を整備することにより、問題の所在の明確化及び意思の統一化を図
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り、これに従い関係事務の同時並行的な処理を図ることが望ましい。

土地利用調整会議は、事業者から大規模開発事業に関する協議の申し入れがなされた場合や関係部

局が多岐にわたると判断される場合などに、関係部局による合同ヒアリングを実施するとともに、土

地利用調整会議担当窓口課等において、各部局に対し協議期限を設定すること等により適切な進行管

理を行うことが望ましい。

土地利用調整会議については、関係部局における審査・調整が概ね了した時期に開催するのではな

く、審査の初期段階における関係部局からの問題点の指摘、審査の中途段階における調整、事務処理

の状況把握等事務処理の迅速化を促進するための進行管理の徹底が図られるように努めることとし、

この場合において、特に実務担当者レベルにおける会議の開催が具体的な調整の促進には有効と考え

られるので、その積極的な開催に努めることが望ましい。

関係各課ごとに判断が異なる場合や都道府県と市町村の判断が異なり、調整に時間を要する場合に

は、あらかじめ、関係各課や都道府県と市町村の間で十分な連絡調整を行うことが望ましい。

② 土地利用調整会議の構成

土地利用調整会議の構成については、相当数の部課にわたることが予想されるが、当該組織におけ

る協議及び調整の過程においては必要に応じ、特に関係の深い部課を中心とした実務的な協議及び調

整の場を設ける等を特に開発許可担当部局が中心となって行うことにより、問題点の整理等協議及び

調整の促進を図ることが望ましい。

土地利用調整会議の構成メンバーには、市町村からの進達事務の迅速化及び公共施設の管理者協議

と都道府県レベルでの調整の同時並行的処理の推進のためにも、土地利用調整会議に関係市町村を構

成員として加える等、土地利用調整会議において関係市町村との意見調整が円滑に行われるよう措置

することが望ましい。

また、関係法令・条例との調整が長引くことにより、開発許可手続全体が影響を受ける場合がある

ことから、調整会議を活用して、関係部局と積極的に調整を図り、開発許可手続の迅速化に努めるこ

ととし、この際、市町村の担当者を調整会議に出席させるなどにより、都道府県と市町村との間の連

絡調整も積極的に図ることが望ましい。

③ 協議の経過、結論、指示事項等については、必要の都度開発許可担当部局において、速やかに申請

者側に明確な形で伝え必要な措置を講じさせるとともに、この場合において、各行政分野に係る細部

にわたる具体的事項を除き可能な限り窓口の統一を図ることが望ましい。

④ 開発許可の技術基準に係る事項について他の行政上の観点から規制している場合においては、特に

調整を密にし関係図面の流用等申請者に無用の負担をかけることのないよう取扱うことが望ましい。

(３) 都市再生法の規定による市町村への権限の移譲等

都道府県知事から市町村長への開発許可に係る権限の移譲については、都市再生法第93条第１項から

第３項まで及び地方自治法第252条の17の２第１項に規定されているところである。

このうち都市再生法に基づく権限移譲については、居住調整地域に関する都市計画を定めた市町村(指

定都市、中核市、特例市を除く。)の長が一定の手続を経た場合には、居住調整地域における開発許可関

係事務のみならず、従来からの市街化区域や市街化調整区域等における開発許可関係事務についても、

移譲されることとされている。これは、市町村が都市構造の集約化を進めるため、立地適正化計画を作

成するとともに、居住調整地域に関する都市計画を定めた場合には、当該市町村が住宅等の立地の適正

化に関する施策を主体的に実現できるよう、住宅等の立地のコントロールについても当該市町村が自ら

行う必要性が認められるためである。また、居住調整地域における開発許可関係事務と従来からの開発

許可関係事務は、一体的に執行することが適切であることから、権限移譲の手続を経た場合にはすべて

の開発許可関係事務が移譲されることとされている。

具体的な手続としては、居住調整地域に関する都市計画を定めた市の長は都道府県知事と協議するこ
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とによって、町村の長は都道府県知事に協議して同意を得ることによって開発許可関係事務を新たに処

理できることとなる。市町村が開発許可関係事務を処理する意欲を持ち、都道府県知事との協議を求め

た場合には、原則的に市町村が開発許可関係事務を担うことが望ましいという点を踏まえ、都道府県知

事は開発許可関係事務の円滑かつ的確な実施の観点から、従来都道府県が行ってきた開発許可制度の運

用に関する考え方等の継続性にも配慮し、協議を行うことが望ましい。特に町村が協議を求めた場合に

は、当該町村の体制上明らかに開発許可関係事務を担えない等の例外的な場合を除いて、原則的に都道

府県知事は町村が当該事務を担うことについて、同意することが望ましい。

(４) 条例による市町村等への権限の移譲等

地方自治法第252条の17の２第１項の規定による市町村への権限の移譲については、当該市町村におけ

る執行体制、建築確認事務との関係その他関連する諸事項を十分勘案した上で、移譲する事務の範囲を

吟味し、これを行うことが望ましい。この場合に、法第34条第11号及び第12号並びに令第36条第１項第

３号ハの条例制定についての規定は、法第３章第１節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の

全部を処理することとされた市町村(以下「全部事務処理市町村」という。)に適用される規定であるこ

とに留意する必要がある。

なお、法第86条及び令第44条の規定による港務局の長への委任は、原則として、これを行うことが望

ましい。

３．開発審査会

開発審査会は、地方自治法第138条の４に規定する附属機関として置かれるものであり、従って同法第202

条の３、第203条等の規定の適用を受けるものであるから、これらの規定に抵触してはならないことはもちろ

ん、その組織及び運営に関しては、法第78条第２項から第７項までに定めるもののほか、必要な事項を令第

43条に定める基準に従い条例をもって定めることとされているので、当該条例を定め、これらに従って適切

な運営を行うことが必要である。

委員の構成については、法第78条第３項に規定する各分野から選任することとなるが、この場合、経済に

関して経験と知識を有する者として、地域の商工団体関係者など産業界を代表する者を加えるよう配慮する

ことも考えられる。また、農業を代表する者は、経済に関して経験と知識を有する者に該当するものとして

取扱って差し支えない。なお、委員については、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者でなけ

ればならないこととされているため、その選任に当たっては適切に判断することが必要である。

開発審査会は、市街化調整区域及び居住調整地域における法第34条第14号関係の事務のほか開発許可制度

の運用についても積極的な役割を果たすことが期待されるところであり、開発許可部局においては、定型的

に処理することが困難な案件について開発審査会と連携して適切な制度の運用に努めることが望ましく、こ

の観点から、開発審査会の充実が期待される。また、開発審査会の開催については、定例会のみでなく必要

に応じて随時開催する等できる限り弾力的に運用することが望ましい。

また、開発審査会は、事務処理市町村には設置することができないものであることから、区域内に存する

市町村の区域における開発許可が地域の実情に応じて円滑かつ迅速に行われるよう、次により事務処理市町

村と十分な連携を図ることが望ましい。

(1) 事務処理市町村が開発審査会に付議する案件を適時適切に処理することができるよう、その求めに応

じてできる限り弾力的に開発審査会を開催すること。

(2) 開発審査会に付議する案件についての開発審査会の場における説明、委員に対する事前説明等につい

ては、事務処理市町村から求めがあった場合には、特段の支障がない限り、これらを事務処理市町村が

自ら行うことができること。

一方で、居住調整地域に関する都市計画を定め、開発許可関係事務を移譲された市町村については、任意
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で開発審査会を設置することができることとされている。これは、こうした市町村において、住宅地化を促

進するおそれがなく、かつ居住調整地域外において行うことが困難又は著しく不適当な開発行為として、都

市再生法及び同法施行令による読替後の法第34条第14号の基準を適用できるか否かについて、市町村の開発

審査会の判断に基づくこととして、開発許可関係事務の一体的運用を図ることができるようにするためであ

る。こうした趣旨から、開発許可関係事務を移譲された市町村は、開発審査会を設置することが望ましいが、

開発許可関係事務の執行体制の確保等の観点や開発許可申請件数の見込み等を勘案して、市町村が適切に判

断するものである。

４．農地転用許可との調整

開発許可権者又は農地転用許可権者は、開発許可(法第34条の２に基づく協議の成立を含む。以下(１)①に

おいて同じ。)又は農地転用許可に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ相互に連絡調整を行い、こ

れらの処分が同時に行われることが望ましいが、特に、市街化調整区域及び非線引き都市計画区域における

開発許可等と農地転用許可との調整については、その円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意して農地担

当部局(４haを超える農地等が含まれるときは地方農政局(北海道にあっては農村振興局、沖縄県にあっては

沖縄総合事務局))と連絡調整を図ることが望ましい。また、事務処理市町村にあっては、農業委員会等を通

じる等により農地転用許可権者との連絡調整を図ることが望ましい。

(１) 処分に関する連絡又は調整

開発許可権者又は農地転用許可権者は、その権限に係る処分をしようとする場合において、当該処分

に係る土地が農地等であるときは、次により相互に連絡又は調整を図ることが望ましい。

① 開発許可及び農地転用許可に関する処分

ア 開発許可権者又は農地転用許可権者は、開発許可又は農地転用許可(これらの許可に関し事前審査

の制度が設けられている場合にあっては、当該事前審査の申出についての内示を含む。以下同じ。)

に関する処分をしようとするときは、あらかじめ相互に連絡し、可及的速やかに調整を図ること。

イ 開発許可及び農地転用許可は、アによる調整を了した後に同時にすること。

② 法第42条の規定による許可

開発許可権者は、法第42条第１項ただし書の規定による許可をしようとする場合において、当該許

可の申請に係る事業が転用許可に係るものであるときは、あらかじめ農地転用許可権者に連絡し、可

及的速やかに調整を行うこと。

③ 法第45条の規定による承認

開発許可権者は、法第45条の規定による承認をしようとする場合において、当該承認の申請に係る

事案が転用許可に係るものであるときは、あらかじめ農地転用許可権者に連絡し、可及的速やかに調

整を行うこと。

④ 法第81条の規定による処分

開発許可権者は、法第81条第１項の規定による処分をしようとする場合において、当該処分の内容

が転用許可に係る農地等の全部又は一部をその許可に係る事業の用に供し得なくするもの等当該処分

に係る開発行為についての開発許可及び農地転用許可の調整の内容を変更することとなるものである

ときは、あらかじめ当該処分の内容並びに当該処分をする理由及び時期を農地転用許可権者に連絡す

ること。

(２) その他の連絡等

① 開発許可権者は、法第38条の規定による開発行為の廃止の届出があった場合において、当該開発行

為に係る土地の全部又は一部が農地等であるときは、その旨を農地転用許可権者に連絡すること。
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② 開発許可権者又は農地転用許可権者は、法第29条第１項、同条第２項若しくは第43条第１項又は農

地法第４条第１項、第５条第１項若しくは第73条第１項の規定に違反して開発行為等を行っている事

例(開発許可又は農地転用許可の条件に違反しているものを含む。)を知った場合において、当該事例

に係る土地の全部又は一部が農地等であるときは、遅滞なくその旨を相互に連絡すること。

③ 開発許可権者は、法第29条又は第43条の規定の適用等に関する疑義について農地転用許可権者から

照会を受けたときは、書面により回答する等適切な措置を講ずること。

５．居住誘導区域外における届出制との調整

都市再生法第88条に基づく届出制及び開発許可の双方が適用される場合、開発行為を行おうとする者は、

通常届出を行った上で立地適正化計画関係部局と相談しつつ開発許可申請を行うことが想定されるが、開発

許可申請のみが先行してなされた場合には、申請を受けた開発許可権者は、市町村への届出も必要である旨

を教示し、開発許可処分が届出への対応に先行することのないよう、立地適正化計画関係部局と十分連絡調

整を行うことが望ましい。

特に、居住調整地域に係る特定開発行為は開発許可の対象となるが、居住調整地域は居住誘導区域外に定

められることから、居住調整地域において特定開発行為を行おうとする場合には、届出制と開発許可の双方

が適用されることとなる。この場合には、届出への対応と開発許可に係る処分との間で齟齬をきたさないよ

うに、開発許可部局は立地適正化計画関係部局と十分連絡調整を行うことが望ましい(具体的には、「Ⅳ－２

－４．Ｂ－３．２．開発許可との関係」を参照)。

このほか、市街化調整区域を含む都市計画区域内に居住誘導区域が定められた場合で、当該市街化調整区

域内においてⅣ－２－４．Ｂ－３．１．(１)①から③のいずれかに該当する開発行為を行おうとする場合に

も、届出制と開発許可の双方が適用されることとなる。この場合にも、上記と同様に、立地適正化計画関係

部局と開発許可部局は届出への対応と開発許可に係る処分との間で齟齬をきたさないように配慮することが

望ましい。

６．その他の法律による許可、認可等の処分との調整

法第29条の許可申請に係る開発行為が宅地造成等規制法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整

備に関する法律、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、砂防法、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律等の土地に対する行為の制限を定めた法律による許可、認可等の処

分をも必要とする場合には、開発行為に関する処分とこれらの許可、認可等の処分とが相互にくい違いを生

じないよう関係部局と調整を図った上で、同時に処分を行うようにすることが望ましい。この場合において、

関係部局との調整は、これらの処分が遅延しないようにできる限り迅速に行うことが望ましい。

なお、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域内においては、開発許可を受けることによって、

同法第８条第１項の規定による許可は不要となり、また、津波防災地域づくりに関する法律に基づく特別警

戒区域内においては、開発許可を受けることによって、同法第73条第１項の規定による許可は不要となるが、

開発許可申請者にこの旨を付言するとともに、同法の許可担当部局と適切に連携すること等により、許可申

請者に二重の負担をかけないようにすることが望ましい。

７．関係者との調整

(１) 市町村における協議・指導行政との同時並行的処理

開発行為の実施に当たっては、開発区域の存する市町村と開発者との間において法第32条の協議又は
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開発許可申請に係る経由若しくは進達に関する事務のほか、様々な観点からの協議又は行政指導が行わ

れているところであり、円滑かつ確実な開発行為を進めるためある程度必要な事前手続となっているが、

手続全般の促進を図る観点から許可権者においても適宜当該市町村と連絡をとる等可能な限り開発許可

に関する法的事務処理との同時並行的な処理に努めることが望ましい。

(２) 開発許可に関する資料、情報等の明確化等

開発許可に関する審査事務に関しては、審査内容も広範かつ複雑であり、かつ、関連する部局も多岐

にわたることから、あらかじめ審査手続及び審査内容に関する資料、情報等の一般化及び明確化を図っ

ておくことは申請者側にとっても便宜であり、事務処理の円滑化及び迅速化に資することともなるので、

各許可権者においては極力これら審査に関する窓口、手続、手順、図書その他の必要書類、許可基準等

についてあらかじめ周知、公開等の措置を講じておくことが望ましい。

(３) 開発行為に関係する者との調整に際しての関係者側における要求又は対応が社会通念に照らし妥当性

を欠くと認められる場合にあっては、その協議の経過等を踏まえ、引続き工事着手までにその調整に努

めることを前提として手続を進める等の措置を講ずることが望ましい。

(４) 再開発型開発行為における開発許可担当部局と建築確認担当部局及び都市計画担当部局との連絡調整

の徹底

二次的な開発行為(以下「再開発型開発行為」という。)については、開発行為と建築行為が時間的に

も計画的にも極めて密接な関連を有して行われること、また、開発許可の基準の運用の適正化を図る場

合の要件に総合設計の許可又は特定街区の都市計画決定が含まれていることから、建築確認担当部局、

都市計画担当部局との緊密な事前調整が必要となる。

従って、再開発型開発行為については、建築確認又は都市計画の事務と開発許可事務との調整を円滑

化するため、再開発型開発行為に関する所要の連絡調整を実施する場を設ける等、迅速な手続処理を行

うことが望ましい。

(５) 大規模開発に係る公安委員会との調整

① 開発区域の規模が原則として５ha以上の開発行為及び大規模店舗、配送センター、レジャー施設、

卸売市場等大量の道路交通の集中・発生が予想される業務の用に供するものと開発許可権者が認める

建築物等に係る開発行為の許可をしようとするときは、法第33条第１項各号に掲げる基準の運用に当

たって考慮すべき事項について、都道府県公安委員会と十分な連絡調整を行っておくことが望ましい。

② 大規模開発に係る開発行為の許可事務を円滑に処理するために、他法令所管部局との横断的調整組

織が設けられている場合には、当該組織に都道府県警察の職員が参画するように配慮することが望ま

しい。

８．開発許可後の進行管理等

開発許可後の進行管理については、例えば開発許可を受けた事業計画において定めている法線と異なる法

線で道路を建設していることが判明した事例、工事完了公告前に家を建て、第三者に転売してしまった事例

等進行管理を適切に行っていれば防ぎ得たか少なくとも違法行為の程度が軽微なうちに発見し得た事例も見

受けられるので、次の方針により進行管理の強化に努めることが望ましい。

(１) 開発許可した案件については、適宜工事施行状況の報告を求める等工事の実施状況の把握に努めるこ

と。

(２) 工事完了公告前の建築の防止については、建築確認担当部局との連絡協力体制を確立するとともに、

開発許可の現地について巡回を行うこととし、違反が見受けられる場合には早急に法第81条の規定によ

る監督処分、告発等の手続をとること。

(３) 市街化調整区域における開発許可、建築許可後の用途の変更については、適宜現在の用途の把握に努
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め、違法行為と考えられるものについては、法第81条の規定による監督処分、告発等の手続をとること。

(４) 工事完了予定年月日を過ぎてなお工事完了の届出がないものについては、相当の期間を置いて進行状

況、工事続行の意思等について法第80条に基づき報告を求めることとし、この報告を受けたときは、当

事者の工事完了の意思の有無に従い、工事完了又は廃止の手続の時期を明らかにするよう指導すること。

(５) 上記指導にかかわらず、工事完了又は廃止の手続について時期を明らかにしない開発者については、

法第80条に基づき、完了時期又は廃止時期を速やかに決定し、報告するよう勧告等を行うこと。

(６) 廃止の意思がありながら、いつまでも廃止の手続をせず若しくは廃止時期を明らかにしないもの又は

工事完了の意思があるとしながらも、客観的にみて工事完了の意思ないし能力を欠いていると認められ

るものについては許可を取り消すこと。

(７) 工事完了の意思の有無が明らかでないものであっても、工事完了期間を徒過してなお未着手のもので

あって、開発区域内の地権者が法第37条、第41条等の規定により権利の行使の制限を受けているものに

ついては、当該地権者の権利保護の必要性と開発者の開発の利益とを比較の上、開発者側に特段の保護

すべき利益がない限り、許可を取り消しても差し支えないものであること。

９．市街化区域内農地の市街化調整区域編入後の開発許可制度の運用

市街化区域内農地が市街化調整区域へ編入された後の、当該区域内における開発許可制度の運用に関する

事務の執行に当たっては、市街化調整区域への編入の趣旨を踏まえて無秩序な市街化を防止するため、次の

事項に留意することが望ましい。

(１) 法第34条の運用

市街化区域に囲まれることとなる区域(いわゆる「穴ぬき市街化調整区域」)に存する農地については、

規模が小さく、周辺を市街化区域に取り囲まれているとの特徴を有するものであることから、法第34条

各号の運用に当たっては、こうした区域の性格を踏まえて、当該市街化調整区域の規模、形状、近隣の

市街化調整区域との位置関係等を考慮するとともに個々の案件の実情に即しつつ、以下の事項に留意し

て慎重に審査することが望ましい。

① 第１号

小規模な穴ぬき市街化調整区域内の農地及びその周辺の市街化区域に居住する者のための店舗等は、

通常当該市街化区域内に立地すべきものと考えられ、開発区域周辺居住者の利用に供する公共公益施

設やこれらの者の日常生活のために必要な新たな店舗等の立地は通常認められないものであること。

② 第２号

穴ぬき市街化調整区域内の農地において、当該区域内資源を活用するための建築物等の立地を認め

なければならない場合は少ないと考えられること。

③ 第６号

穴ぬき市街化調整区域内の農地において、中小企業の共同化、集団化に寄与する事業の計画が策定

されようとする場合においては、農地として保全するとの土地所有者の意向も踏まえて当該市街化調

整区域へ編入されたことを念頭において、商工部局と事前に調整をすること。

④ 第７号

穴ぬき市街化調整区域内の農地において、市街化調整区域内に現に存する工場の事業活動の効率化

を図るための建築物等の立地を認めなければならない場合は少ないと考えられること。

⑤ 第９号

小規模な穴ぬき市街化調整区域内の農地における令第29条の７第１号の建築物等については、道路

の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられるものとは通常認められないものであること。

⑥ 第13号
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穴ぬき市街化調整区域内の農地は、そもそも農地として保全するとの土地所有者の意向も踏まえて

市街化調整区域へ編入されるものであり、本号の定める目的で土地又は土地に関する所有権以外の権

利を有していたものとは通常認められないものであること。

⑦ 第14号

同号に基づき立地を認めている建築物等については、その性質上、穴ぬき市街化調整区域内の農地

において、立地を認めなければならない場合は少ないと考えられること。

(２) 法第43条の運用

法第43条に基づく令第36条第１項第３号の運用に当たっては、(１)の趣旨に準じて、慎重に審査する

ことが望ましい。

10．その他

開発許可制度については、特に定義規定や制度の適用関係、許可基準に係る留意事項等に関する技術的助

言として、本指針に加え開発許可制度運用指針(平成26年８月１日国都計第67号国土交通省都市局長通知)を

定めているところであり、そちらを参照すること。


